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第１章 監査の概要 

 

１．外部監査の種類 

地方自治法第２５２条の３７第１項に基づく包括外部監査 

 

２．選定した特定の事件名（テーマ） 

子育て支援に関する事務の執行について 

 

３．監査の対象とした理由 

我が国の出生数は、１９７０年代初頭の第２次ベビーブーム以降減少を続け、合計特殊出生

率も１９４７年（昭和２２年）の４．５４をピークに、２００５年（平成１７年）にはピーク時

の３０％にも満たない１.２６まで低下している。その後一時回復は見られたが、ここ数年は微

減傾向にあり最新の統計である２０２３年（令和５年）は１．２０と、欧米諸国と比較すると

低い水準にとどまっている。 

少子化の背景には、未婚化や晩婚化の傾向、核家族化や地域のつながりの希薄化による子育

てに対する不安や孤立感の増大、また大都市を中心に保育所に子どもを預けたくても保育所の

定員に余裕がないことなどから多くの待機児童が生じていることや、仕事と子育てを両立でき

る環境（ワーク・ライフ・バランス）の整備が十分でないことなど、多くの問題が挙げられて

いる。 

高崎市では、「第６次総合計画」（２０１８年度～２０２７年度までの都市づくりの基本的な

考え方）を上位計画としつつ、「高崎市地域福祉計画」、「高崎市障害者福祉計画」、「高崎市男女

共同参画計画」、「高崎市教育大綱」のほか、こども憲章、こども都市宣言など、高崎市の福祉、

教育に関する計画等との整合性を図りながら、「第２期 高崎市子ども・子育て支援事業計画」

（２０２０年度から２０２４年度までの５か年）を作成し、地域全体で切れ目のない子育て支

援体制を構築し、「子どもを産み、育てるなら高崎市」と実感してもらえるよう、子どもと子育

てにやさしいまちを目指し、様々な施策に取り組んでいる。 

子育てと仕事を両立できる環境を整備するため、保育所や放課後児童クラブなどの整備を推

進するとともに、保育所等への入所申し込みを通年で受け付けるなど、「待機児童ゼロ」に向け

た取り組みを推進しているほか、病児・病後児を抱える保護者の子育てと就労の両立を支援し

児童の健全な育成を図るため、医療機関等との連携による病児・病後児保育事業を実施してい

る。 

また、子育てに不安や孤立感を抱える保護者が増加する中、子育てや就労に係る相談支援や

託児などの拠点として「子育てなんでもセンター」を運営するほか、妊娠期から子育て中の母

親等の精神的・身体的な負担軽減を図るため、家事や育児に係る支援を行う「子育てＳＯＳサ

ービス事業」を実施するなど、安心して子育てができる環境整備を推進している。 

保育士等の確保や定着を図るための取り組みとしては、市内の保育施設等に新たに従事する

者への家賃の補助を実施しているほか、令和５年度には、保育士等の就労支援を行う「保育士
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情報ステーション」を開設した。 

発達に不安のある子どもとその保護者への支援としては、「こども発達支援センター」におけ

る相談体制を整備しているほか、保育現場の負担軽減を図るため「気になる子」への支援を行

っている。 

児童虐待事案への対応としては、「こども救援センター」による相談支援体制を強化するとと

もに、令和７年度の児童相談所開設に向けた準備を進めている。 

少子化が進む現状において、子育て支援施策の充実・展開は高崎市の発展に欠かせないもの

であり、市民の関心も非常に高いものと考えられる。 

以上のことを鑑み、子育て支援事業への支出に関する財務事務の執行について、その合規性

や経済性、効率性や有効性を監査し、検証することが、今後の市民の生活にとって非常に有用

であり関心のある施策であるとともに、市民の期待する施策運営に役立つのではないかと考え、

本年度の包括外部監査における対象として選定した。 

 

４．外部監査の方法 

（１） 監査要点 

① 事務の執行は法令や条例等に準拠して適切に行われているか。 

② 事務の執行が効率的かつ効果的に行われているか。 

③ 契約に係る事務及び物品等の管理が適切に行われているか。 

④ 事務を執行する部局の組織体制や人員配置が適切であるか。 

⑤ 事務の執行にあたって庁内で十分な連携が行われているか。 

（２） 主な監査手続 

① 子育て支援に関する財務事務の執行が、関連する法令、条例、規則等に従い処理され

ているかを確認。 

② 子育て支援に関する事業に関連する契約事務が適切に行われているかを確認。 

③ その他必要と認められる手続を行う。 

 

５．監査対象部署 

こども家庭課、保育課、児童相談所準備室、こども救援センター、こども発達支援センター 

 

６．監査対象期間 

令和５年度とする。ただし必要に応じて他の年度についても監査の対象とした。 

 

７．外部監査の実施期間 

令和６年７月１日から令和７年３月３１日まで 
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８．包括外部監査人及び補助者について 

職務 氏名 資格 

包括外部監査人 木倉 也寸人 公認会計士 

 

 

包括外部監査人補助者 

舟木   諒 弁護士 

岩下  尚義 税理士 

宮一  行男 公認会計士 

小野関 龍洋 公認会計士 

塚原  督成 公認会計士 

 

９．利害関係 

包括外部監査の対象とした事件については、外部監査人及び補助者は地方自治法第２５２条

の２９の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

10. その他 

この報告書は、地方自治法第２５２条の３７第５項に規定する「監査の結果」を「指摘」と

して報告するものであるが、「意見」として掲げられている事項は、同法第２５２条の３８第２

項に規定される「監査の結果に関する報告に添える意見」として提出するものである。 

なお、報告書中の各項目についての計数は、端数処理の関係で数値が一致しない場合がある。 
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第２章 高崎市における子ども・子育て支援事業の概要 

  

本章では、第２期子ども・子育て支援事業計画を「計画」とする。  

 

第１ 計画策定にあたって 

１. 計画策定の背景・趣旨 

（１） 計画策定の背景 

１９７０年代初頭の第２次ベビーブーム以降、我が国の出生数は減少を続け、合計特殊出

生率も１９４７年（昭和２２年）の４．５４をピークに、２００５年（平成１７年）にはピ

ーク時の３０％にも満たない１．２６まで低下している。その後一時回復は見られたが、こ

こ数年は微減傾向にあり最新の統計である２０２３年（令和５年）は１．２０と、欧米諸国

と比較すると低い水準にとどまっている。 

このような少子化の背景には、未婚化や晩婚化の傾向、核家族化や地域のつながりの希薄

化による子育てに対する不安や孤立感の増大、また大都市を中心に保育所に子どもを預けた

くても保育所の定員に余裕がないことなどから多くの待機児童が生じていることや、仕事と

子育てを両立できる環境（ワーク・ライフ・バランス）の整備が十分でないことなど、多く

の問題が挙げられる。 

こうした歯止めのかからない少子化の進行に対し、国や地方自治体において法令の整備や

大綱、計画の策定及びそれらに基づく様々な事業を実施するなどの対策を講じているが、問

題の解決には至っていない。 

国は、こうした現状に対処するため、子どもが欲しいという希望が叶い、子育てをしやす

い社会の実現を目指し、国や地域社会を挙げて、子どもや家庭を支援する新しい支え合いの

仕組みの構築について検討を進めている。 

その結果、保育所・園（以下「保育所」という。）や幼稚園及び認定こども園関係者、子育

て支援当事者等による議論を経て、社会保障と税の一体改革の関連法として、２０１２年（平

成２４年）に「子ども・子育て支援法（以下「法」という。）」、「就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」及び「子ども・子育

て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一

部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（以下「子ども・子育て関

連３法」という。）が成立し、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の量

的拡大・確保、地域の子ども・子育て支援の充実等を柱とした子ども・子育て支援新制度が

２０１５年（平成２７年）４月から施行されている。 

 

（２） 計画策定の趣旨 

子ども・子育て関連３法の成立によりスタートすることとなった子ども・子育て支援新制

度は、基礎自治体である市町村が幼児期の学校教育・保育及び地域の子ども・子育て支援を

総合的に実施する主体として位置づけられている。また、すべての子どもに良質な育成環境
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を保障するため、それぞれの子どもや家庭の状況に応じた子ども・子育て支援給付を保障す

るとともに、地域子ども・子育て支援事業を実施し、妊娠・出産期から切れ目のない支援を

行うこととしている。 

このため、市町村は、地域の実情に応じた質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支

援事業が適切に提供されるよう、子ども・子育て支援に係る現在の利用状況及び潜在的な希

望を含めた利用希望を把握した上で、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見

込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期等の具体的な目標設定を盛り込んだ市

町村子ども・子育て支援事業計画を策定し、必要な給付及び事業を計画的に実施していくこ

ととしている。 

 

２. 計画の位置づけ 

（１） 計画の位置づけ 

本計画は、法第６１条第１項に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」として位置

づけ、高崎市の子ども・子育て支援施策を推進するための計画として策定している。 

 

（２） 他の計画との関係 

本計画は、高崎市のまちづくりの総合計画である「第６次総合計画」を上位計画として、

「高崎市地域福祉計画」、「高崎市障害者福祉計画」、「高崎市男女共同参画計画」、「高崎市教

育大綱」のほか、こども憲章、こども都市宣言など、高崎市の福祉、教育に関する計画等と

の整合性を図り策定している。 

また、第１期計画に引き続き、次世代育成支援行動計画の内容を盛り込み、計画を策定す

るものである。 

 

３. 計画の期間 

本計画の期間は、２０２０年度（令和２年度）から２０２４年度（令和６年度）までの５か

年となっている。 

また、社会状況の変化や計画の進捗状況等により随時必要な修正を加えることとしている。 

 

４. 計画の策定の体制 

（１） 高崎市子ども・子育て会議 

本計画の策定にあたり、法第７２条第１項に基づき、子どもの保護者、子ども・子育て支

援に関わる事業の事業者、子育て支援団体の代表や学識経験者などで構成する高崎市子ど

も・子育て会議を設置している。 

本計画は、この会議において子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査の結果や、パブ

リックコメントにより広く市民の方々から意見を聴き、計画に記載する内容等について審議

し、策定している。 
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（２） ニーズ調査の実施 

本計画の策定にあたり、子育て中の保護者のニーズや意見を把握するためにアンケート調

査を実施している。 

本調査は、法第６０条に定める基本指針に基づき実施したもので、教育・保育及び地域子

ども・子育て支援事業の現在の利用状況と潜在的な利用希望のほか、子育てに関する生活実

態や、子ども・子育てについて日頃感じていることなどを把握することを目的としたもので

ある。 

 

  ○ ニーズ調査の概要 

   ・ 調査期間  平成３１年２月１日から２月２２日まで 

   ・ 抽出方法  住民基本台帳から無作為抽出 

   ・ 調査方法  郵送による配付、回収 

   ・ 調査数、回収数及び回収率 

調査対象者 
就学前児童 
の保護者 

就学児童 
（低学年）の保護者 合計 

調 査 数 ３,０００件 １,０００件 ４,０００件 

回 収 数 １,６２２件  ５３７件 ２,１５９件 

回 収 率 ５４.１％ ５３.７％ ５４.０％ 
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第２ 高崎市の子ども・子育てを取り巻く状況 

   以下は、計画の項目について、直近の数値を使用し分析したものである。 

 

１. 人口、世帯及び出生等の現状 

（１） 総人口、年齢３区分別人口の推移 

① 総人口は減少している。 

② 年齢３区分人口推移では、年少人口が減少し、生産年齢がほぼ横ばい、高齢者人口の割合

が増加している。 

（年少人口 △１．０％、生産年齢人口 ＋０．１％、高齢者人口 ＋０．９％） 

単位（人） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

総人口 ３７２,１４７ ３７１,５８５ ３６９,６８８ ３６８,１０９ ３６６,５４７ 

年少人口 

（０～１４歳） 

４７,１３０ ４６,１９９ ４５,２４０ ４４,２１３ ４２,９４１ 

１２.７％ １２.４％ １２.２％ １２.０％ １１.７％ 

生産年齢人口 

（１５～６４歳） 

２２０,８５７ ２２０,１９９ ２１８,７３８ ２１８,４７５ ２１７,８６０ 

５９.３％ ５９.３％ ５９.２％ ５９.４％ ５９.４％ 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

１０４,１６０ １０５,１８７ １０５,７１０ １０５,４２１ １０５,７４６ 

２８.０％ ２８.３％ ２８.６％ ２８.６％ ２８.９％ 

※ 住民基本台帳(外国人を含む)。各年４月１日現在。 

 

 

 

12.7% 12.4% 12.2% 12.0% 11.7%

59.3% 59.3% 59.2% 59.4% 59.4%

28.0% 28.3% 28.6% 28.6% 28.9%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

（人）

人口及び年齢３区分別人口の推移

年少人口 生産年齢人口 高齢者人口



8 

 

 

（２） 出生数及び合計特殊出生率の推移 

① 出生数は減少傾向にある。 

② 合計特殊出生率は全国を上回っているが、減少傾向となっている。 

（出生数 △２７８人、合計特殊出生率 △０．０９人） 

 
出生数                                   単位（人） 

 平成３１年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

高崎市 ２,６０２ ２,５２５ ２,４７９ ２,３６８ ２,３２４ 

※ 群馬県健康福祉部健康福祉課「人口動態統計」 

 
合計特殊出生率                               単位（人） 

 平成３１年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

高崎市 １.４１ １.３８ １.３７ １.３３ １.３２ 

群馬県 １.４０ １.３９ １.３５ １.３２ １.２５ 

全国 １.３６ １.３３ １.３０ １.２６ １.２０ 

※ 群馬県健康福祉部健康福祉課「人口動態統計」 
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（３）世帯数及び世帯人員の推移 

① 世帯数は増加しており、世帯人員は減少している。 

（世帯数 ＋５，６６３世帯、世帯人員 △０．１１人） 

 

世帯数及び世帯人員                          単位（世帯・人） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

世帯数 １６６,３５７ １６８,１１９ １６９,０１５ １７０,４２０ １７２,０２０ 

世帯人員 ２.２４ ２.２１ ２.１９ ２.１６ ２.１３ 

※ 住民基本台帳(外国人を含む)。各年４月１日現在。 
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（４）世帯構成の推移 

① 核家族、ひとり親、単独世帯は増加しているが、３世代同居は減少している。 

（人口 ＋８，０５４人、核家族世帯 ＋１９，８９１世帯、ひとり親世帯 ＋３，１７８世

帯、単独世帯＋２０，８６９世帯、３世代同居世帯 △５，９５０世帯） 

 

世帯構成                               単位（世帯・人） 

 平成１７年 平成２２年 平成２７年 令和２年 

核家族 

（夫婦のみ・夫婦と子ども） 
７２,９７３ ７４,８９６ ７６,２３６ ９２,８６４ 

ひとり親 

（ひとり親と子ども） 
１１,１６１ １２,５６６ １３,２６９ １４,３３９ 

単独 

（１人） 
３５,７０４ ４３,３３９ ４５,９３０ ５６,５７３ 

３世代 

（４世代以上を含む） 
１１,８４９ １０,１７７ ８,８１５ ５,８９９ 

合 計 １３１,６８７ １４０,９７８ １４４,２５０ １６９,６７５ 

人 口 ３６４,９１９ ３７１,３０２ ３７１,０８０ ３７２,９７３ 

※ 国勢調査 
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２. 教育・保育施設等の状況 

（１） 年齢別就学前児童数の推移 

① 就学前（０～５歳）児童数は減少している。 

（就学前（０～５歳）児童数 △２，３１５人） 

 

                                      単位（人） 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

０歳 ２,５６４ ２,４５７ ２,４５４ ２,３３９ ２,２６２ 

１歳 ２,７３３ ２,６０３ ２,４９７ ２,５０４ ２,３９１ 

２歳 ２,９４４ ２,７６１ ２,５８８ ２,４８３ ２,４９４ 

３歳 ２,９６０ ２,９２１ ２,７７２ ２,６０８ ２,５０３ 

４歳 ２,９６５ ２,９７４ ２,９１６ ２,７６３ ２,６１２ 

５歳 ３,１３５ ２,９７５ ２,９７６ ２,８９９ ２,７２４ 

合計 １７,３０１ １６,６９１ １６,２０３ １５,５９６ １４,９８６ 

※ 住民基本台帳(外国人を含む)。各年４月１日現在。 
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（２）教育・保育施設の利用状況 

① ３～５歳児は、約９７％が幼稚園又は保育所等を利用している。 

② ０歳児は約２０％だが、１歳児は約６１％、２歳児は約７２％である。 

 単位（人） 

  
０歳 １歳 

２歳 

（満３歳児）
３歳 ４歳 ５歳 

児童数 ２,２２７ ２,４０６ ２,４５５ ２,４９１ ２,６４４ ２,６７８ 

幼

稚

園 

未移行 ０ ０ ２ ６９ ７６ ７２ 

１号 ０ ０ ６２ ５８５ ６９８ ７５０ 

合計 
０ ０ ６４ ６５４ ７７４ ８２２ 

０ ０ ２.６％ ２６.３％ ２９.３％ ３０.７％ 

保育所 
４４１ １,４６４ １,６９１ １,７４５ １,７７１ １,８２９ 

１９.８％ ６０.８％ ６８.９％ ７０.１％ ６７.０％ ６８.３％ 

在宅等その他 
１,７８６ ９４２ ７００ ９２ ９９ ２７ 

８０.２％ ３９.２％ ２８.５％ ３.７％ ３.７％ １.０％ 

合計 ２,２２７ ２,４０６ ２,４５５ ２,４９１ ２,６４４ ２,６７８ 

※ 令和６年５月１日の数値。 

※ 認定こども園（教育部分）は幼稚園として、認定こども園（保育部分）、事業所内保育事業は

保育所として集計。 
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（３）教育・保育施設の利用の推移 

① ３～５歳の利用児童数は、ほぼ横ばいだが、保育所の利用率は上昇している。 

② ０～２歳の利用児童数は、増加傾向にある。 

（３～５歳児 △０．３％、０～２歳児 ＋７．４％） 

 

３～５歳児                                 単位（人） 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

児童数 ９,０７９ ８,８６６ ８,６３４ ８,２２６ 

利

用 

状

況 

幼稚園 

（３歳以上児） 

未移行 ５５２ ４９１ ４２７ ２３１ 

１号 ２,８９６ ２,６７２ ２,４４６ ２,３５４ 

計 
３,４４８ ３,１６３ ２,８７３ ２,５８５ 

３８.０％ ３５.７％ ３３.３％ ３１.４％ 

保育所 
５,４１９ ５,４８０ ５,５１７ ５,４２５ 

５９.７％ ６１.８％ ６３.９％ ６５.９％ 

合計 
８,８６７ ８,６４３ ８,３９０ ８,０１０ 

９７.７％ ９７.５％ ９７.２％ ９７.４％ 

※ 各年度３月１日現在。（他市町村からの受託分を除く） 
※ 認定こども園（教育部分）は幼稚園として、認定こども園（保育部分）は保育所として集計。 
 

０～２歳児                                 単位（人） 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

児童数 ８,２８５ ７,８５７ ７,５９５ ７,３８８ 

利

用 

状

況 

幼稚園 

（満３歳児） 

未移行 ９３ ７９ ７４ ５４ 

１号 ３４８ ３８６ ３１７ ３３７ 

計 
４４１ ４６５ ３９１ ３９１ 

５.３％ ５.９％ ５.１％ ５.３％ 

保育所 
４,２２１ ４,２１９ ４,２４９ ４,３１７ 

５０.９％ ５３.７％ ５５.９％ ５８.４％ 

合計 
４,６６２ ４,６８４ ４,６４０ ４,７０８ 

５６.３％ ５９.６％ ６１.１％ ６３.７％ 

※ 各年度３月１日現在。（他市町村からの受託分を除く） 
※ 認定こども園（教育部分）は幼稚園として、認定こども園（保育部分）、事業所内保育事業等

は保育所として集計。 
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第３ 計画の基本的な考え方 

１. 基本理念 

高崎市では、これまでもその時どきの社会情勢や福祉分野をめぐる環境の変化に柔軟に対応

し、施策を進めている。 

今後、ますますその役割が増加していくと見込まれる福祉施策に対しては、子どもやお年寄

り、障害のある人、仕事をしながら子育てをする方々が、安心して暮らすことができ、活力あ

る都市にしていくと同時に、支えが必要な人や守っていくべき人たちへの「やさしい眼差しに

満ちた市政」を進めている。 

本計画の策定にあたっては、この姿勢を基本として、これまでの子ども・子育て支援施策を

積み重ねながら今後の高崎市の子ども・子育て支援施策の更なる充実を図っていくため、基本

となる指針を示している。 

また、基本となる指針の手がかりとして、高崎市の子どもたちが自らの行動指針として『た

かさきこども憲章』を策定している。 

 

◎ たかさきこども憲章（全文） 

 

この「たかさきこども憲章」は、高崎の子どもたちが未来に向けて夢や希望を持ち、明るく、

楽しく、元気よく心身ともに健やかに成長していくために自ら考え行動する指針として、市制

１１０周年を迎えた平成２２年２月に制定されている。 

憲章の策定にあたっては、市内の全小・中学校、特別支援学校の代表者８６人が憲章作成委

員に任命され、子どもたちがそれぞれの考えや想いを出し合い、意見を交わしながら素案を作

成し、子どもたちが議員と執行部に分かれ議論した「たかさきこども議会」を経て制定された。 

この、子どもたち自らが示した行動指針である「こども憲章」に対し、子どもたちを取り巻

わたしたち高崎の子どもは、自分たちの育った愛するこのまちで、緑いっぱいの 

環境や伝統的な文化を守り、夢や希望にあふれる未来をつくるための道しるべとして、 

市制１１０周年を記念し、この「たかさきこども憲章」を定めます。 

 

わたしたちは、一人ひとりの気持ちを考え、笑顔いっぱいの平和なまちにして 

いきます。 
 

わたしたちは、自然を大切にし、緑あふれるきれいなまちをつくっていきます。 
 

わたしたちは、地域の伝統を守り、高崎の新しい文化をつくっていきます。 
 

わたしたちは、思いやりや感謝の気持ちを忘れず、人と人とのつながりを大切に 

していきます。 
 

わたしたちは、夢をかなえるために自分を信じ、努力と挑戦をしていきます。 
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く大人の目線で、未来に向けて無限の可能性を持って輝く子どもたちを健やかに、心豊かに育

てられる「高崎」をつくるための方針として「こども都市宣言」が定められている。 

 

◎ こども都市宣言（全文） 

 

この「こども都市宣言」は、高崎市の大人たちが協力して、子育てや子育て支援に取り組み、

子どもたちが安心して暮らしていけるようなまち、子どもと子育てに優しいまちをつくってい

こうとする決意を表明したもので、高崎市が中核市となった平成２３年４月に宣言したもので

ある。 

高崎市では、子どもたち自らがその健やかな成長を誓った「こども憲章」を、家庭や地域社

会全体で支えていくことの決意を表した「こども都市宣言」で包み込む、全国でも類を見ない

子ども・子育て支援環境づくりを進めている。 

また、子どもは、社会の希望であり、未来をつくる力であり、この子どもたち一人ひとりが

かけがえのない個性ある存在として認められ、「こども憲章」での誓いを胸に健やかに成長し、

「子どもの最善の利益」が実現できる社会を目指し、保護者は、子育てについての第一義的責

任を有するという基本認識のもとに、子育ての感動とそれを通じた親としての成長に喜びや生

きがいを実感できるよう、さらに地域社会は保護者に寄り添い、保護者が自己肯定感を持ちな

がら子どもと向き合える環境を整え、「こども都市宣言」の決意を実践する社会の構築に取り組

んでいる。 

 

 

 

 

 

 

明日の高崎、そして世界を担うのは、子どもたちです。 

市民が育て、守ってきた伝統や精神、自然環境を受け継ぎ、子どもたち一人 

ひとりが、たくましく心豊かに成長することは、わたしたち高崎市民の願いです。 

この願いを実現するために、わたしたちは安心して子どもを産み育てることが 

できるまちづくりに取り組み、子どもの人権を尊重し、子どもたちが様々な可能性に 

挑戦できる社会をつくっていきます。 

高崎市民がともに力を合わせ、大きな心で子どもを見守り、家庭、学校をはじめ地域社

会全体で子どもを育てていくことを決意し、ここに「こどもをはぐくむ都市高崎」を宣言

します。 

すべての子どもがあらゆる可能性にチャレンジすることができ、 

子育ての喜びを、親として、家庭で、地域社会全体で 

感じることができる支えあいのまちづくり 
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２. 基本的視点 

「子どもの最善の利益」を実現するための支えあいのまちづくりを進めていくため、本計画

では、基本理念に基づき、「子ども」、「保護者」そして「地域・子育て支援関係者」の３者の立

場、視点からの方向性・目標を設定し、それぞれの権利や役割を明確にした子育て支援施策の

推進に取り組んでいる。 

以下、本計画における基本的視点である、「１.子どもの視点からの方向性、２.保護者の視点

からの方向性、３.地域・子育て支援関係者の視点からの方向性」を記載する。 

 

基本的視点１ 子どもの視点からの方向性 

○ あらゆる可能性にチャレンジできるサポート体制の構築 

子どもは、社会の希望であり、未来をつくる力です。 

その子どもたち一人ひとりがかけがいのない個性ある存在として認められ、自己肯定感を

もって育まれるためには成長や発達の段階に応じた適切な支援や質の高い教育・保育の提供

は不可欠です。 

本市の子どもたちが、たくましく、力強く成長し、明日の高崎、そして世界を担っていく

存在としてあらゆる可能性にチャレンジできるサポート体制の構築を進めていきます。 

 

基本的視点２ 保護者の視点からの方向性 

○ 子育てに喜びや生きがいを感じながら自らの成長をも実感し楽しむことができる支援体

制の充実 

保護者が子育てにおける第一義的な責任を果たし、子育ての権利を享受するとともに義務

を果たすことができるよう、地域や社会が保護者に寄り添い、子育てに対する不安、孤立感

を和らげ、また妊娠・出産期からの切れ目のない支援を行うことで、保護者が自己肯定感を

持ちながら子どもと向き合えることができる環境を整え、親としての成長の支援も実現し、

子どもの成長と子育ての喜びを感じることができる支援体制の充実を図ります。 

 

基本的視点３ 地域・子育て支援関係者の視点からの方向性 

○ 地域社会のすべての人たちが親子の成長を支え、見守り、共に喜びを分かち合える社会の

構築 

地域社会のあらゆる分野の構成員が、未来の社会を創造し、担う存在であるすべての子ど

もたちが健やかに成長できる社会の構築という目標を共有し、それぞれの知識や経験を最大

限に活かした役割を果たし、地域の子どもの成長と、また親が親として成長していく姿を温

かく見守りともに喜びを分かち合いながら、子どもの最善の利益が実現できる支えあいのま

ちづくりを進めていきます。 
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３. 施策の体系 

「子ども」「保護者」「地域・子育て支援関係者」それぞれの基本的な視点からの方向性・目

標を実現するための施策を展開するため、基本的な目標を設定し、具体的な施策を実施してい

る。なお、計画期間中に追加となった基本施策について、一部修正し記載している。 
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子どもの視点

からの方向性

１

あらゆる可能性にチャレ

ンジできるサポート体制の

構築

(1)子どもの健やかな成長を

支援する体制づくり

①乳幼児健診、保健指導等の充実

②小児医療体制及び保健医療サービスの充実

③食育の推進

④子どもの生きる力の育成

⑤相談支援体制の充実

(2)特別な支援が必要な子ども

への支援の充実

①障害のある子どもへの支援体制の充実

②発達に不安のある子どものサポート体制の推進

③情報提供の推進

(3)安全・安心な子どもの成

長に配慮した環境の整備

①児童館・児童センターの充実

②図書館、公民館などを活用した学習環境の充実

③公園、運動場等の充実

(4)良質な教育や保育を受け

ることができる環境の整備

①幼児期の教育・保育環境の基盤整備の充実

②学校施設及び放課後児童クラブの整備・充実

保護者の視点

からの方向性

２

子育てに喜びや生きがいを

感じながら自らの成長をも

実感し楽しむことができる

支援体制の充実

(1)安心して子どもを産み育

てることができる環境づく

り

①妊娠・出産期の支援の充実

②産後の支援の充実

③相談支援体制の充実

④情報提供の推進

⑤経済的負担の軽減

(2)仕事と子育ての両立支援

①多様な保育ニーズに対する支援の充実

②待機児童を出さないための施策の推進

③放課後児童健全育成事業の推進

④就労に関する情報提供の推進

⑤男女共同参画の推進

(3)ひとり親への支援

①日常生活支援の充実

②自立のための就労支援等の充実

地域・子育て支援関係者の

視点からの方向性

３

地域社会のすべての人たち

が親子の成長を支え、

見守り、共に喜びを

分かち合える社会の構築

(1)地域の子育て支援体制の

強化

①相談・支援体制の強化

②ボランティア・NPO等との連携及び活動支援の

推進

(2)児童虐待防止対策の充実

①児童虐待防止への意識の醸成及び通告、連絡

体制の整備の充実

②関係機関との連携体制の強化

(3)子育て支援事業に従事す

る人たちへの支援体制の充

実

①保育所（園）・幼稚園・認定こども園

への支援の強化

②放課後児童クラブ関係者への支援の推進

す
べ
て
の
子
ど
も
が
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
、
子
育
て
の
喜
び
を
、 

親
と
し
て
、
家
庭
で
、
地
域
社
会
全
体
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
支
え
あ
い
の
ま
ち
づ
く
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【基本理念】【基本的視点】  【基本目標】    【基本施策】 

◎施策の体系図 
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第４ 取り組んでゆく施策  

１．あらゆる可能性にチャレンジできるサポート体制の構築 

（１） 子どもの健やかな成長を支援する体制づくり 

子どもたちが未来を担うたくましい存在として成長する過程における基礎形成として、心

と身体の健やかな成長は最も重要であることから、子どもたちが心身ともに健やかに成長し、

将来様々な可能性にチャレンジすることができる体制の充実を図っている。 

 

① 乳幼児健診、保健指導等の充実 

高崎市の母子保健事業は、国の『健やか親子２１（第２次）』に基づいて実施している。

子どもの成長や発達段階に応じたきめ細かな健康診査を実施し、健やかな成長を見守り、

支援している。また、保護者に対する保健指導体制を充実し、育児不安等の軽減を図って

いる。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 股関節脱臼検診の実施 
満２〜３か月児を対象に各保健センターにおい
て集団健康診査を実施します。 

健康課 

２ 
乳幼児健康診査（委託）
の推進 

３～４か月児を対象とする３か月児健康診査、９
～１０か月を対象とする９か月児健康診査は、市
内委託医療機関において個別に実施します。 

健康課 

３ 
乳幼児健康診査（集団）
の実施 

１歳６か月児を対象とする１歳６か月児健康診
査、３歳児を対象とする３歳児健康診査は、各保
健センターにおいて集団で実施します。 

健康課 

４ 
２歳児個別歯科健康診
査の実施 

２歳３か月～２歳６か月児を対象に、市内委託医
療機関において個別歯科健康診査を実施します。 

健康課 

５ あかちゃん学級の推進 
４～５か月になる赤ちゃんを対象に、育児や離乳
食についての相談を行います。 

健康課 

６ すくすく相談 
７〜８か月になる赤ちゃんを対象に、歯や離乳
食、育児についての相談を行います。 

健康課 

７ 個別保健指導 

保護者の育児不安の解消のため、乳幼児健診等を
活用し、個別に育児相談や必要な保健指導を実施
します。また的確に対応できる支援体制を整備し
ます。 

健康課 

８ 離乳食教室 

７か月になる第一子をもつ保護者を対象に、離乳
食講話、歯科講話を実施し、適切な離乳や児の成
長に合った適切な口腔ケアを行うことができる
よう支援します。 

健康課 

 

② 小児医療体制及び保健医療サービスの充実 

夜間や休日に急に病気になった場合の体制の強化や法律等で定期予防接種とされている

もののほか、任意接種となっているものに対しても一部公費負担を行うなど病状の重症化

等の予防に努めている。 

また、インフルエンザ等感染症の予防、拡大防止対策を進めている。 
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NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 夜間休日急病診療所 
夜間等に急病になったときなどのために、高崎市
夜間休日急病診療所において、内科と小児科の診
療を実施します。 

保健医療総務
課 

２ 休日当番医 
日曜・祝日・年末年始に、内科・小児科・外科・
整形外科・婦人科・耳鼻咽喉科・眼科の休日当番
診療を実施します。 

保健医療総務
課 

３ 小児救急医療体制整備 
子どもが急な発熱などをおこした場合、いち早く
市内の病院で治療を受けられるよう、２４時間 
３６５日の小児救急医療体制を整備します。 

保健医療総務
課 

４ 定期予防接種の実施 

感染の恐れのある疾病の発生及び蔓延を予防す
るために、予防接種を行うとともに公衆衛生の向
上及び健康増進に寄与することを目的として実
施します。 
（Ｂ型肝炎・ロタウイルス・小児用肺炎球菌・四
種混合・ヒブ・ＢＣＧ・麻しん風しん混合・水痘・
日本脳炎・二種混合・ＨＰＶ（子宮頸がん、女子
のみ）） 
なお、第２期計画策定時に計画されていなかった
ロタウイルスは令和２年１０月、ＨＰＶは令和５
年４月から定期予防接種を開始しています。 

保健予防課 

５ 
任意予防接種（一部公
費負担）の実施 

乳幼児のおたふくかぜ（流行性耳下腺炎）におい
て、一部公費負担を実施します。 

保健予防課 

６ 
特別の理由により免疫
が消失した子どもの再
接種費用の助成 

骨髄移植を受けた等の特別な理由により免疫が
消失し、過去に接種済みの定期の予防接種の効果
が期待できないと医師に判断された場合、再接種
の費用を助成します。定期予防接種のうちＢＣＧ
は４歳未満、小児用肺炎球菌は６歳未満、ヒブは
１０歳未満、四種混合は１５歳未満とし、その他
の予防接種については２０歳に達するまでとし
ます。 

保健予防課 

７ 

インフルエンザ、ノロ
ウイルス等感染症の予
防啓発、情報の発信、
指導等。手洗いチェッ
カー貸出事業 

感染症発生動向調査や予防啓発、情報発信等を実
施し、必要に応じて指導を実施します。感染症予
防の基本である手洗いについて、手洗いチェッカ
ーを貸し出します。 

保健予防課 

８ 
小児慢性特定疾病医療
費の支給 

１８歳未満（継続の場合は２０歳まで）の小児慢
性特定疾病にかかっている児童等に対し、医療費
支給認定を受けることにより、医療費の一部を助
成します。 

保健予防課 

９ 
小児慢性特定疾病医療
費等特別助成 

８の対象者が支払った自己負担額に相当する額、
８の基準を満たさない者のうち市で独自に定め
る基準を満たす児童等に対する医療費の一部、８
の認定に必要な医療意見書等の作成費用や通院
費を助成します。ただし、福祉医療の対象となる
ものは除きます。 
なお、令和２年４月から８の対象者のうち重症認
定患者と人工呼吸器装着者について、家族と外出
する際の交通費等の一部を助成しています。 

保健予防課 
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③ 食育の推進 

「食」に関する正しい知識を身に付け、成長・発達段階における適切な食事の摂り方や

食習慣の定着などの実践により心身の健やかな成長に寄与する取組みを進めている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 
高崎市食育推進計画に
基づく事業の推進 

「高崎市第３次食育推進計画」に基づき、食育施
策を総合的かつ計画的に推進します。 

健康課 

２ 
保育所・認定こども園・
幼稚園での食育の推進 

保育所・認定こども園・幼稚園では、子どもたち
が食に関して正しい知識、習慣が身につけられる
ように、各園において、実情に合わせた「食育指
導計画」を作成し、行事や調理体験など子ども参
加型の取組みを通して、食育を推進します。 

保育課 
健康教育課 

３ 
小中学校での学校給食
の充実及び食育教育の
充実 

家庭科の授業や特別活動等において、栄養や食生
活についての知識理解を深め、正しい食習慣を養
います。また学校給食や学校保健委員会等を通じ
て家庭と連携し、食育を推進します。 

健康教育課 

 

④ 子どもの生きる力の育成 

子どもたちが未来を創る力として健やかに成長する過程において、身体の成長・健康と

ともに、知・徳・体のバランスのとれた生きる力を養うことは非常に重要であり、確かな

学力の向上、豊かな人間性の育成、心身の健康と体力の向上を柱として、生涯学び続け、

心豊かにたくましく生きぬく子どもの育成に取り組んでいる。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 確かな学力向上の支援 

一人ひとりの子どもの自己実現に向け、基礎・基
本の確実な習得と、自ら学び考え行動する力の育
成を目指して、各教科等の指導において、子ども
にわかりやすい授業づくりを実践します。また、
少人数指導やティームティーチングを充実させ、
個に応じたきめ細かな指導の充実を図ります。 

学校教育課 

２ 
豊かな人間性育成の支
援 

温かい人間関係づくりを基盤にすえ、自らを律し
つつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や
感動する心が育つよう、道徳教育や特別活動、小
学生を対象とした自然体験活動や中学生を対象と
したやるベンチャーウィークなどの体験活動の充
実を図ります。 

学校教育課 

３ 
心身の健康と体力の向
上への支援 

自分の健康に関心をもち、自らすすんで健康なか
らだをつくる子どもを育成するため、保健・体
育・食育を相互に関連付けた三位一体の健康教育
を推進するとともに、家庭・地域と連携した健康
に対する自己管理能力の育成を図ります。 

健康教育課 
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⑤ 相談支援体制の充実 

様々な事情により日常的に負担を抱えている子どもに対し、子どもが子どもらしく過ご

せるための支援の充実を図っている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 
ヤングケアラーＳＯＳ
サービス事業 

家事やきょうだいの世話、家族の介護等を日常的
に行っている小学生から高校生までの子ども「ヤ
ングケアラー」を対象に、１日２時間、週２日を
上限にサポーターを無料で派遣し、生活における
負担の軽減を図ります。 
なお、第２期計画策定時に行われていなかった事
業であり令和４年９月から開始しています。 

学校教育課 

 

（２） 特別な支援が必要な子どもへの支援の充実 

障害や発達の遅れ等の特性の有無に関わらず、すべての子どもがかけがいのない個性ある

存在として認められ、一人ひとりの可能性を最大限に伸ばすことができる環境の整備はとて

も大切であることから、特別な支援が必要な子どもにとっても最善の利益を実現できる支援

体制の充実を図っている。 

 

① 障害のある子どもへの支援体制の充実 

障害のある子どもが家庭や地域社会で適切な支援を受け、自立した生活を送ることがで

きるよう、支援の充実を図っている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 
高崎市障害者福祉計画
に基づく事業の推進 

「高崎市障害者福祉計画」に基づき、積極的に障
害者福祉施策を推進します。 

障害福祉課 

２ 
児童発達支援事業の充
実 

療育の必要がある未就学児を対象に、質の高い日
常生活における基本的な動作の指導、知識技能の
付与、集団生活への適応訓練などを行う児童発達
支援事業の充実・向上を図ります。 

障害福祉課 

３ 
放課後等デイサービス
事業の充実 

療育の必要がある就学している児童生徒を対象
に、授業の終了後又は休業日に、質の高い生活能
力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促
進などを行う放課後等デイサービス事業の充実・
向上を図ります。 

障害福祉課 

４ 
保育所等訪問支援事業
の充実 

保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外
の児童との集団生活への適応の為の質の高い専
門的な支援その他必要な支援を行う保育所等訪
問支援事業の充実・向上を図ります。 

障害福祉課 

５ 
障害児相談支援事業の
充実 

１８歳未満の障害のある子どもの療育に関する
相談支援を実施し、療養施設に通うための質の高
い障害児支援利用計画を作成し、関係機関との連
絡調整等を行う障害児相談支援事業の充実・向上
を図ります。 

障害福祉課 
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６ 
障害者支援ＳＯＳセン
ターばる～んにおける
相談・支援の充実 

年齢や障害の種類、状況を問わず、障害に関する
不安や悩み事、心配事をワンストップで受け付
け、対応の助言や関係部署、関係機関へつなぐこ
とにより、障害のある人やその家族などへの支援
を行います。 

障害福祉課 

７ 
特別児童扶養手当の支
給 

精神又は身体に重い障害のある児童（２０歳未
満）について、手当を支給することにより、児童
の福祉の増進を図ります。 

こども家庭課 

８ 障害児福祉手当の支給 
在宅で常時介護を必要とする重度の障害児に対
して手当を支給します。 

障害福祉課 

９ 福祉医療費助成の実施 

一定の障害を有し、世帯の所得が一定の基準額の
範囲内の方に対して、医療費の自己負担金を助成
することにより医療費の負担を軽減し、健康管理
の向上及び福祉の増進を図ります。 
なお、第２期計画策定時に行われていなかった重
度心身障害者の所得基準を令和５年８月から導
入しています。 

保険年金課 

１０ 育成医療の実施 
１８歳未満の障害児に対して、障害の軽減などの
ために医療費の助成を行います。 

障害福祉課 

 

② 発達に不安のある子どものサポート体制の推進 

発達に不安や特性のある子どもを総合的にサポートし、乳幼児期から学齢期まで一貫し

た支援を行うことにより子どもたちが将来自立し社会参加するために必要な力を培える体

制づくりを進めている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 個別相談の充実 

心理士、保健師、教諭、保育士、言語聴覚士、作
業療法士等専門職による個別相談を随時実施し、
発達に不安のある子どもとその保護者の相談に
応じ、子育ての不安の軽減を図ると共に、関係機
関と連携しながら総合的に支援していきます。 

こども発達支
援センター 

２ 
保育所（園）・認定こ
ども園・幼稚園等巡回
相談の推進 

保育所（園）・認定こども園・幼稚園の集団生活
の中で保護者・保育士・教諭等の何らかの気付き
を適切な支援につなげていくために心理士、保健
師、教諭等のスタッフによる巡回相談を行い、支
援します。 

こども発達支
援センター 
保育課 
学校教育課 

３ 学校訪問相談の充実 

小・中学校の集団生活の中で保護者・教職員等の
何らかの気付きを適切な支援につなげていくた
めに心理士、保健師、教諭等のスタッフによる訪
問相談を行い、支援します。 

こども発達支
援センター 
学校教育課 

４ 
乳幼児発達相談「にこ
にこるーむ」 

各保健センターを会場に作業療法士による乳幼
児の発達相談を行い、保護者と子どもが安心して
日常生活を過ごせるよう支援します。 

こども発達支
援センター 
健康課 
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５ 
ペアレントトレーニン
グ 

親が子どもの行動変容における心理やパターン
を理解・分析し、問題行動を適切な対応で減少す
ることのできる技術を獲得することを目的とし、
ペアレントトレーニングを実施します。 

こども発達支
援センター 

６ 
気になる子への支援の
推進 

発達の遅れや、常同行動など他の子と少し違う行
動が見られるなど、いわゆる気になる子に対し、
保育所・認定こども園・幼稚園などで手厚い支援
を受けられる体制づくりを図ります。 

保育課 
教職員課 

 

③ 情報提供の推進 

障害のある子どもが家庭や地域社会で適切な支援を受け、自立した生活を送ることがで

きるよう、情報提供の推進に努めている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 
事業所や市ＨＰでの情
報提供の推進 

障害児相談支援事業所や障害者支援ＳＯＳセン
ターでの相談体制の充実、市ＨＰにて最新情報の
掲載などを実施します。 

 
障害福祉課 

 

（３） 安全・安心な子どもの成長に配慮した環境の整備 

子どもたちが成長の段階に応じて、のびのびと思いっきり身体を動かしたり、ゆっくりと

保護者とともに過ごすことができる施設等の子育て環境の充実は、子どもの心身の発育に大

きな影響を及ぼすことから、子どもたちが安心して遊び、過ごすことができる環境の整備に

努めている。 

 

① 児童館・児童センターの充実 

子どもの遊びを通して、健康の増進や情操を高めることを目的とした児童館・児童セン

ターで、天候に左右されず子どもたちがのびのびと遊ぶことができる環境整備の充実を図

っている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 
児童館・児童センター
の充実 

地域の子育て拠点として、健全な遊びを与えると
ともに異年齢交流の場を提供します。 

こども家庭課 

２ 
民間児童センターへの
支援の充実 

異年齢交流の場として利用できるように、民間の
児童センターへのバックアップを行います。 

こども家庭課 

 

② 図書館、公民館などを活用した学習環境の充実 

子どもの発達に応じた絵本などの充実や読み聞かせの会の開催など、親子で利用しやす

い開かれた図書館の環境づくりを目指している。 

また、公民館図書室の充実、開放を進めるほか、子育て支援講座等を開催し、子どもも

保護者も共に学ぶことができる環境づくりを進めている。 
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NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 
子ども向け絵本の充実
及び保護者への情報提
供 

子育て中の親及び子どもに対する読書を通じた
親子のふれあいの支援のため、絵本の充実や紹介
に努めるとともに、子ども向け図書の貸し出しを
促進します。 

図書館 
中央公民館 

２ 読み聞かせの会の推進 
子育て中の親及び子どもに対する読書を通じた
親子のふれあいの支援を目的とした読み聞かせ
活動を促進します。 

社会教育課 
図書館 
中央公民館 

３ 
ブックスタート事業と
の連携の強化 

ブックスタート事業は、赤ちゃんと保護者が絵本
を通じて親子のふれあいや絆を深めるきっかけ
づくりを目的とした子育て支援事業です。事業の
実施において、図書館や公民館図書室との連携強
化を図ります。 

こども家庭課 
図書館 
中央公民館 

４ 
子育て支援講座等の充
実 

子育てやしつけなどの家庭教育の在り方を見つ
め直してもらうため、より多くの親に働きかけ、
家庭教育について考える機会を提供することに
より、家庭の教育力の向上を図ります。 

社会教育課 
中央公民館 

５ 子ども図書館の整備 
子どもたちが豊かな創造性や健やかな成長を育
む場として、高崎駅東口の都市集客施設内に、子
ども図書館を整備します。 

市街地整備課 
図書館 

 

③ 公園、運動場等の充実 

近年、子どもの健康増進だけでなく豊かな人間性を形成するために、子どもの体力や運

動能力を培うことの大切さが言われている。子どもの成長の段階に応じた遊びや運動が安

心してできる、心身の健康を増進できる環境整備を進めている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 
公園・緑地のユニバー
サルデザイン化 

公園出入り口や園路などの段差解消や水飲みな
ど、バリアフリーに対応した施設整備を進め、子
どもから高齢者まで誰もが利用しやすいユニバ
ーサルデザインに配慮した公園及び緑地を整備
します。 

公園緑地課 

２ 公園の整備 

公園は、遊びの場やスポーツ・レクリエーション
の場、自然や緑とふれあう場など、様々役割を担
っていることから、子どもたちが安全・安心に利
用できる魅力ある公園づくりに取り組んでいき
ます。 

公園緑地課 

３ 体育施設の整備 
子どもからお年寄りまで、市民が各種のスポーツ
活動に参加できるよう、市民ニーズを踏まえた整
備を推進します。 

スポーツ課 
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（４） 良質な教育や保育を受けることができる環境の整備 

幼稚園、保育所や認定こども園、また小中学校や放課後児童クラブは、子どもたちのそれ

ぞれの成長・発達段階に応じた教育・保育を提供する必要があることから、それぞれの施設

や設備、運営上の面において、量的にも質的にも良好な環境の整備に努めている。 

 

① 幼児期の教育・保育環境の基盤整備の充実 

幼児期における学校教育や保育に対するニーズを捉えた必要な整備を進めている。 

また、既存の認定こども園や認定こども園に移行する幼稚園、保育所に対し、必要な支

援を行うとともに、利用者のニーズを踏まえ、適切に普及・促進を図っている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 
教育・保育施設に対す
る必要な基盤整備 

教育・保育施設に対する必要な基盤整備を実施す
るとともに、認定こども園に移行する施設に対し
ても、適切に対応します。 

保育課 
教職員課 

 

② 学校施設及び放課後児童クラブの整備・充実 

小・中学校教育環境や放課後児童健全育成事業の充実を図っている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 
安心して学ぶことがで
きる教育環境の整備 

子どもたちが学校で安心して学習ができるよう、
防犯・防災に対する体制の整備・充実に引き続き
取り組んでいきます。 

教育総務課 

２ 
放課後児童クラブに対
する必要な環境整備 

保護者の就労等により放課後に保育が必要な児
童が安心して過ごせるように、空き家及び学校の
余裕教室の活用や、必要な施設の整備など、地域
の実状に応じて適切に対応します。 

こども家庭課 
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２．子育てに喜びや生きがいを感じながら自らの成長をも実感し楽しむことができる支援体制の

充実 

（１） 安心して子どもを産み育てることができる環境づくり 

核家族化や地域のつながりの希薄化、さらには就労形態の多様化などにより、出産や育児

に対し悩みや不安を抱えている人たちが増加している現状を踏まえ、様々な角度からその不

安を和らげ、安心して出産、育児ができる環境の整備に取り組んでいる。 

 

① 妊娠・出産期の支援の充実 

子どもが欲しいという希望や出産期の様々な不安に対して適切な援助や支援を行い、安

心して妊娠・出産・育児ができる体制の充実を図っている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 
一般不妊治療費助成事
業の実施 

子どもを授かりたいと願い不妊治療を行う人の
負担軽減を図ります。 

健康課 

２ 
不妊に悩む方への特定
治療支援事業の実施 

特定不妊治療（体外受精又は顕微授精）を行って
いる夫婦の経済的な負担を軽減し、その治療に要
する医療費の一部を助成し支援を行います。 
なお、不妊治療の保険適用化に伴い、生殖補助医
療費助成事業を実施しています。 

健康課 

３ 
不育症治療費助成事業
の実施 

不育症に悩む夫婦の経済的負担を軽減するため、
その検査、治療に要する医療費の一部を助成し、
支援を行います。 

健康課 

４ 妊婦健康診査の充実 
妊娠中の異常の早期発見に努め、適切な保健指導
や治療の推進を図ることを目的に、妊婦一般健康
診査の助成を行います。 

健康課 

５ 
妊婦個別歯科健康診査
の実施 

かかりつけ医による、妊娠中の歯科健康診査・歯
科保健指導を受けることで、う歯や歯周病の治
療・予防を目指します。 

健康課 

６ 
マタニティレッスン 
・プレパパママ教室の
実施 

妊娠、分娩、育児、妊娠・授乳期の食事と栄養に
ついての知識普及と交流会等を実施します。 

健康課 

７ 
おなかの赤ちゃんをみ
んなで守る事業の推進 

母子健康手帳交付時に「マタニティ車用ステッカ
ー」を、全妊婦に配布し、地域であたたかく気遣
い、妊婦を見守ります。 

健康課 

８ 
多胎妊婦健康診査費助
成の実施 

多胎児の妊婦は、単胎児の妊婦にくらべ、健康診
査の回数が多くなります。このため、１４枚交付
している「妊婦健康診査受診票」を超えた分の費
用の一部について助成を行います。 

健康課 

９ 
新生児聴覚検査費助成
の実施 

聴覚障害を早期に発見し、適切な支援を講じるた
めに有効とされる、新生児聴覚検査費用の一部を
助成します。 

健康課 
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１０ 
子育てＳＯＳサービス
事業の実施 

妊娠中の人や乳幼児の保護者の心と身体にかか
る負担軽減のため、ヘルパーを派遣して家事等を
援助し、安心して育児や日常生活を営めるよう支
援します。 

保育課 

１１ 
がん患者等妊孕性温存
治療費等助成事業の実
施 

将来的な妊娠や出産への希望を残すため、がん等
の治療開始前に行う妊孕性温存治療及び凍結保
存の維持に要する費用の一部を助成し、支援を行
います。 
なお、第２期計画策定時に行われていなかった事
業であり令和２年４月から開始しています。 

健康課 

１２ 
新生児難病検査等費用
助成の実施 

都道府県と政令都市が公費検査として新生児に
実施している先天性代謝異常等（２０疾病）の検
査があるが、公費検査以外（９疾病）は、任意検
査となり費用は自己負担になっている。また、こ
の任意検査で病気が発見されても治療できる施
設や専門医が限られているとの課題があるため、
高崎市では、この「検査費用の助成」と「通院費
の特別助成」を実施します。 
なお、第２期計画策定時に行われていなかった事
業であり令和５年１０月から開始しています。 

健康課 

１３ 
初回産科受診料助成事
業の実施 

本市の全ての妊婦に対して、初回産科受診料助成
金を交付することで妊婦の経済的負担を軽減し、
適切な時期の産科初診につなげるとともに、出
産・子育て応援交付金による伴走型相談支援事業
と一体的に実施することにより、両事業を効果的
に推進することを目的として実施します。 
なお、第２期計画策定時に行われていなかった事
業であり令和５年６月から開始しています。 

健康課 

１４ 
出産・子育て応援事業
の実施 

全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育て
できるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫し
て身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要
な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図ると
ともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・
子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費
助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図
る出産・子育て応援給付金を一体的に実施しま
す。 
なお、第２期計画策定時に行われていなかった事
業であり令和５年１月から開始しています。 

健康課 

１５ 
出産入院費用支援の実
施 

正常分娩による出産で、国内の産科・産婦人科・
助産所等に入院した産婦を対象に出産入院費用
を助成します。 
なお、第２期計画策定時に行われていなかった事
業であり令和５年７月から開始しています。 

健康課 

１６ 
母子手帳アプリの利活
用（子育てアプリ） 

電子母子手帳や予防接種のスケジュール管理機
能、母子教室関係の予約等に活用し、高崎市の子
育て支援情報を継続的に発信し、妊娠期から子育
て期に至るまで切れ目のない子育て支援の充実
を図ります。 
なお、第２期計画策定時に行われていなかった事
業であり令和５年４月から開始しています。 

健康課 
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② 産後の支援の充実 

出産後の保護者は、大きな精神的・身体的な不安や負担を感じ、また核家族化などを背

景として近くに助けを求めることができる親族や知人がいない現状が多くある。 

産後の支援は、子どもだけでなく保護者の心身の健康を支えていくことが大切であり、

こうした支援の充実を図っている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 
子育てＳＯＳサービス
事業の実施（再掲） 

妊娠中の人や乳幼児の保護者の心と身体にかか
る負担軽減のため、ヘルパーを派遣して家事等を
援助し、安心して育児や日常生活を営めるよう支
援します。 

保育課 

２ 
産婦個別歯科健康診査
の実施 

かかりつけ医による、産後の歯科健康診査・歯科
保健指導を受けることで、う歯や歯周病の治療・
予防を目指します。 

健康課 

３ 産後ケア事業の実施 

産後の心身共に不安定な時期に、家族等から援助
が受けられない母子等に対して、心身のケアや育
児のサポートを行い、育児不安の解消や虐待の予
防を図ります。 
なお、第２期計画策定時に行われていなかった事
業であり令和２年４月から開始しています。 

健康課 

４ 産婦健康診査の実施 

産後うつの予防や新生児の虐待予防等を図るた
め、産婦の健康診査を実施し、心身状態を確認す
るとともに、産後初期段階における支援を強化
し、安心して育児が行える環境を整えます。 
なお、第２期計画策定時に行われていなかった事
業であり令和２年４月から開始しています。 

健康課 

 

③ 相談支援体制の充実 

核家族化や地域のつながりの希薄化などにより、近隣に相談ができる親族や知人がいな

いため、孤立感を感じている保護者が増加している。 

こうした保護者の不安や孤立感を和らげるための訪問による相談や、個別相談など相談

支援体制の充実を図っている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 
助産師・保健師・栄養
士による訪問指導の推
進 

育児上の困難や不安を感じることが最も多い新
生児期に家庭を訪問し、発育・生活環境等につい
て助言し、育児不安の相談に応じ、安心して育児
を行えるよう指導を行い、推進します。 
なお、令和２年４月から栄養士も参加していま
す。 

健康課 
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２ 
母子等保健推進員活動
の推進（通称母

ぼ

推
すい

さん） 

市長から委嘱を受けた地域の役員が、市と子育て
家庭をつなぐ活動をしています。乳児家庭全戸訪
問事業（こんにちは赤ちゃん事業）と１歳児訪問
では、乳幼児のいる家庭に伺い、健診等のお知ら
せや育児の悩みについて一緒に考えます。 
市は、活動内容の周知や研修等の実施により、地
域住民の健康と福祉の増進に寄与する母子等保
健推進員の活動を支援します。 

健康課 

３ 

母子等保健推進員によ
る乳児家庭全戸訪問事
業（こんにちは赤ちゃ
ん事業）の推進 

生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を訪
問し、育児に関する不安や悩みを聞き、必要に応
じて市保健師につなげるなど、子育て支援に関す
る情報提供等を行います。 

健康課 

４ 家庭児童相談の充実 

子育てに悩んでいる人、悩みを相談する人が近く
にいない人、不安のある人、母子生活支援施設へ
の入所相談等、家庭児童に関する各種相談の充実
を図ります。 

こども救援セ
ンター 

５ 
子どもの発達相談の充
実 

個別相談や保育所・認定こども園・幼稚園への巡
回相談、学校訪問等で支援を必要とする子どもや
その保護者、及び保育士、教諭等の支援の充実を
図ります。 

こども発達支
援センター 

６ 子育て相談の実施 

子育てなんでもセンターは、子育て支援の拠点施
設として、子育て中や妊娠中の人が、１か所で
様々な相談ができ、必要な支援が受けられる体制
を整えます。 
母子等健康相談、子どもの発達面の相談、教育相
談等を行います。 

子育てなんで
もセンター 

 

④ 情報提供の推進 

生活スタイルの多様化や子育て観の変化などにより求められる子育て情報は多種多様で

あり、またインターネット等の普及により簡単に情報を手にすることが可能となった反面、

情報があふれ真に必要とする情報の判断に苦慮することも見受けられることから、保護者

それぞれの環境や立場によって必要な情報を伝えたり、いつでも情報を手に入れることが

できる環境づくりを進めている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ ぴよぴよ広場の実施 

出生体重１,５００ｇ未満の児を対象に、低出生
体重児の発育発達に合わせた育児についての情
報提供を図り、家庭での療育を支援するととも
に、当事者同士の交流の場を確保し、相互に支え
あう力を育成することを目的にしています。 

健康課 

２ 
保育所等入所案内等の
配布 

保育所・認定こども園（保育部分）入所案内は広
報高崎や市のＨＰでの周知を行うほか、保育課・
各支所保育担当課又は各施設において配布を行
います。 
また、幼稚園・認定こども園（教育部分）に関す
る資料等も関連部署の窓口に設置及び配布を行
います。 

保育課 
教職員課 
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３ 
子育て応援ブックの作
成・配布 

出産や子育てに関する各種サービスや相談窓口
をわかりやすく掲載した情報誌を作成し、母子手
帳交付時などに配布します。 

こども家庭課 

４ 
子育て応援情報サイト 
『ちゃいたか』の充実 

子どもや子育てに関する情報を集めたポータル
サイトとして、子育て中や子育てに関わっている
人たちに対し、わかりやすく情報提供し、子育て
に対する不安や悩みを軽減、解消できるよう充実
を図ります。 

こども家庭課 

５ 
「すくいく」たかさき
子育てサークル団体情
報誌の作成・配布 

子育てサークル団体に関する情報を分かりやす
く掲載し、作成・配布します。 

社会教育課 

６ 
生涯学習情報サイト 
「まなびネットたかさ
き」の充実 

市内各社会教育施設で実施する子育て支援講座
の紹介、子育てサークル情報、家庭教育に関わる
講師の紹介をします。 

社会教育課 

７ 就園相談の実施 
子育てなんでもセンターにおいて、保育所・認定
こども園・幼稚園の情報提供・相談を行います。
各園の園長等が輪番で相談を受け付けます。 

子育てなんで
もセンター 

 

⑤ 経済的負担の軽減 

子どもを希望する多くの夫婦が積極的に子どもを産む選択ができない主な理由として

「子育てにお金がかかりすぎる」といった経済的理由が全体の約８割を占めている。 

若年層の雇用環境は、非正規雇用割合の上昇等、厳しい状況にあることを踏まえ、法に

基づく手当等の給付とともに市独自の施策による経済的負担の軽減に努めている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 児童手当の支給 

中学卒業までの児童を養育している者に、子育て
家庭の生活を安定させ、生活の質が高まるよう支
援するため、経済的負担の一部を支給します。 
なお、令和６年１０月から制度改正により高校生
年代までを対象としています。 

こども家庭課 

２ 
福祉医療費助成（中学
校３年生まで）の実施 

中学校３年生まで（１５歳到達後最初の３月３１
日まで）の子どもに対する医療費の助成制度で、
医療に係る自己負担金を助成することにより、健
康管理の向上及び福祉の増進を図ります。 
なお、令和５年４月から対象年齢を高校生世代ま
で（１８歳到達後最後の３月３１日まで）対象を
広げています。 

保険年金課 

３ 
幼児教育･保育の無償
化の実施 

保育所・認定こども園・幼稚園等を利用する３歳
から５歳の全ての子どもについて、少子化対策を
目的に保護者の経済的負担を軽減するため、保育
料の無償化を実施します。 

保育課 
教職員課 
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４ 
第３子目以降保育料無
料化の実施 

保育所・認定こども園（保育部分）の３歳未満児
及び放課後児童クラブにおいて児童の属する世
帯が子どもを３人以上扶養している場合、申請に
より第３子目以降に該当する入所児童の保育料
の無料化を実施します。 
令和６年４月から手続き簡素化のため、申請が必
要なくなりました。 

保育課 
こども家庭課 

５ 
第３子目以降副食費無
償化の実施 

保護者が負担している副食費について、無償化の
対象となる子どものうち、子どもの属する世帯が
子どもを３人以上扶養している場合、第３子目以
降に該当する子どもの副食費の無償化を実施し
ます。 

保育課 
教職員課 

６ 
実費徴収に係る補足給
付事業の実施 

一定の所得以下の世帯や第３子目以降の子ども
がいる世帯等を対象に、保護者が教育・保育施設
に支払うべき食事の提供に要する費用や日用品、
文具などの購入等に要する費用の一部を助成し
ます。 

保育課 
教職員課 

 

（２） 仕事と子育ての両立支援 

出産を機に仕事をやめる女性の割合は減少しているものの、実際に仕事をやめた女性の約

４分の１が、仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立が難しいという理由で仕事をやめて

いる。 

就労形態の多様化や共働き家庭の増加など、多様な子育て支援ニーズを的確に捉え、仕事

と子育ての両立を図ることができる環境づくりを進めている。 

 

① 多様な保育ニーズに対する支援の充実 

働きたくても子どもを預ける保育所・認定こども園がないため就労をあきらめている待

機児童の問題が全国で発生している現状や、様々な就労形態による保育ニーズの多様化な

どの社会的な情勢を踏まえ、仕事を理由に出産・育児をあきらめることのないよう、同時

に出産・育児を理由に就労をあきらめることがないような支援体制の充実を図っている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 保育所等の施設の充実 
保育所等の入所申込状況等を踏まえながら、待機
児童が発生しないように施設の充実を図ります。 

保育課 

２ 延長保育事業の充実 
保護者からの保育ニーズに対応するため、通常の
開所時間を延長して保育の充実を図ります。 

保育課 

３ 休日保育事業の充実 
保護者の就労等で休日の保育が必要になった場
合の保育の充実を図ります。 

保育課 

４ 一時預かり事業の充実 

育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担軽
減、保護者の疾病や災害等により家庭での保育が
困難となる場合に、一時的な保育の充実を図りま
す。 

保育課 
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５ 
幼稚園・認定こども園
での一時預かり事業の
充実 

保護者の就労等の事由による保育ニーズに対応
するため、幼稚園及び認定こども園の在園児（１
号認定子ども）を主な対象とした一時預かり事業
の充実を図ります。 

教職員課 
保育課 

６ 
病児・病後児保育の充
実 

病気の発症時や回復期の子どもで、保護者の就労
等の理由により、保護者が保育できない場合に、
子どもを預かる事業で、実施施設の充実を図りま
す。 
なお、令和６年２月からスマートフォンで２４時
間予約できるオンラインシステムを運用し、利用
者の利便性向上も図っています。 

保育課 

７ 子育て支援センターの
充実 

市内１４の保育所・認定こども園、群馬福祉会館
において、子育てに関する不安や疑問についての
相談を受けたり､地域の保育情報の提供や活動状
況の紹介などを行っています。 
それぞれの実施場所で工夫しながら遊び場を提
供し､親子､親同士､子ども同士のコミュニケーシ
ョンづくりや子育てサークル活動などのお手伝
いをしながら、地域での子どもの成長の見守り、
子育て支援ができるよう機能の充実を図ります。 

保育課 

８ ファミリー・サポート・
センター事業の充実 

地域において子育ての援助を受けたい人と行い
たい人が会員となり、子育ての相互援助活動を行
うことにより、安心してゆとりある子育てができ
る環境づくりを目指す活動を実施しています。 
依頼・援助のコーディネートなどの支援体制や事
業の周知等を引き続き充実させ、利用の促進を推
進します。 

保育課 

９ 交流・プレイルーム事
業の実施 

子育てなんでもセンターにおいて、子育て中の人
がお互いに情報交換できる交流の場や子どもた
ちの遊びの場を提供し、安心して子どもを産み、
育てることができるよう事業の充実を図ります。 

子育てなんで
もセンター 

１０ 託児ルーム事業の実施 

子育てなんでもセンターにおいて、子育て中のリ
フレッシュ（映画鑑賞や観劇、買い物、美容院）
等、どんな時でも気軽に利用できる託児ルーム事
業を実施します。 
運営は、保育所などを運営する若手経営者で組織
されたＮＰＯ法人に委託をし、保育士の資格を持
つスタッフが常勤します。 
なお、令和３年１０月から群馬支所内にも託児ル
ームを開設し、本事業を実施しています。 

子育てなんで
もセンター 
保育課 

 

② 待機児童を出さないための施策の推進 

保育所等の定員増に伴う増築等必要な施設整備を継続して実施するほか、保育士の確保

を進めるための高崎市独自の補助制度を推進している。 

さらに、今後も需要が見込まれる保育ニーズに対応するため、保育士資格取得者が働き

やすい環境の整備に努めている。 
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NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 
保育所等への施設整備
補助の充実 

定員増に伴い増築等が必要な保育所等に対する
財政支援の充実に努めます。 

保育課 

２ 
保育所等入所待機児童
解消補助制度の推進 

年度途中でも保育所等に入所することができる
よう、必要な保育士の人件費の一部に対する補助
制度の推進を図ります。 

保育課 

３ 
保育士資格取得（予定）
者等に対する施設見学
の実施 

保育士資格の取得を目指す学生や一度保育士を
経験したが子育て等によりブランクのあった
方々等を対象として、実際の保育所等の見学や先
輩保育士との懇談により資格取得後等に保育士
として働くことに希望が持てるよう、必要な取り
組みを実施します。 

保育課 

４ 保育士確保事業の実施 

潜在的な保育士不足が見受けられる中、需要が見
込まれる保育ニーズに対応するため、人材派遣会
社等を通じて保育士確保に努めます。 
なお、令和５年度には子育てなんでもセンター内
に就労支援などを行う総合窓口を設置し、さらに
保育士等への家賃補助を実施することで、保育士
等の人材不足の解消に努めています。 

保育課 

 

③ 放課後児童健全育成事業の推進 

保護者の就労等により放課後に保育が必要な児童に適切な遊びや生活の場を提供し、そ

の健全育成を図る放課後児童健全育成事業を推進し、すでに実施している高学年の更なる

受け入れの促進や、必要に応じて施設整備を行うなど事業の充実を図ることで、仕事と子

育ての両立に寄与している。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 
放課後児童クラブの運
営に対する支援の推進 

放課後児童クラブに対するハード面、ソフト面の
支援を継続して実施し、地域の実情に応じた適切
な取り組みを行います。 

こども家庭課 

 

④ 就労に関する情報提供の推進 

高崎市が行う就労に関する事業のほか、ハローワークや群馬県が実施する就労支援事業

との連携・協力を推進していくとともに、出産等により仕事をやめた人たちなどの再就職

支援のため、情報提供に努めている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 市民就業相談の実施 
就職・就労に関する悩みや相談に対し、就労支援
や職業訓練などの各種支援機関の案内に努めま
す。 

産業政策課 

２ ハローワークとの連携 

子育て中の人の再就職を支援するため、求人情報
の提供や就職面接会などハローワークと連携し、
一人でも多くの人を就職につなげていけるよう
努めます。 

公共職業安定
所 
産業政策課 
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３ 就労相談の実施 

子育てなんでもセンターにおいて、出産、子育て
を機に離職した人の再就職に向けた支援、子育て
と仕事の両立などに関する相談、ハローワークと
連携した求人情報の提供を行います。 
毎週水曜日はハローワークが、火曜日から金曜日
はキャリアコンサルタントの資格を持つスタッ
フが、相談を受け付けます。 

子育てなんで
もセンター 

 

⑤ 男女共同参画の推進 

固定的な性別役割分担意識の解消を進め、男女がよきパートナーとしてともに責任を担

い、性別にかかわらず一人ひとりの個性や能力を十分に発揮できる社会の充実を図ってい

る。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 
高崎市男女共同参画計
画に基づく事業の推進 

「高崎市第４次男女共同参画計画」に基づき、男
女共同参画社会の形成に関する事業を推進しま
す。 

人権男女共同
参画課 

２ 
ＤＶ相談及び男女共同
参画相談の充実 

配偶者等からの暴力や、男女の日常生活で生じる
問題などの相談に応じ、必要な支援を行います。 

人権男女共同
参画課 

３ 
仕事と生活の調和（ワ
ーク・ライフ・バラン
ス）の推進 

仕事と生活との調和の普及を図るため、男性も主
体的に子育てや家事に関わることができるよう
な講座の開催や、育児・介護休業の取得しやすい
職場環境づくりに向けた啓発に努めます。 

人権男女共同
参画課 

 

（３） ひとり親への支援 

様々な理由によりひとり親となった家庭は、経済的な困窮、就労における課題、子どもの

養育の状況など、様々な問題を抱えている家庭の割合が高く、その子どもの成長の過程にお

いてその夢や希望をあきらめなければならないことがある。 

これらに対応するため、ひとり親家庭の保護者の負担軽減や、子どもがそれぞれの成長段

階で夢や希望の実現に向けチャレンジできる支援を進めている。 

 

① 日常生活支援の充実 

ひとり親家庭が抱える経済的・精神的な困難に対する支援を行い、日常生活の安定を図

りながら自立に向けた支援の充実を図っている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 児童扶養手当の支給 

父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくし
ていない児童を対象に、育成される家庭の生活の
安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るた
め、手当を支給します。 

こども家庭課 



36 

 

 

２ 
ひとり親家庭等への医
療費助成の実施 

ひとり親家庭で１９歳未満（１８歳到達後最初の
３月３１日まで）の児童とその扶養者に対して医
療費の自己負担分を助成する制度で、医療費の負
担を軽減し、健康管理の向上及び福祉の増進を図
ります。 

保険年金課 

３ 
ひとり親家庭児童入学
（卒業）祝金の支給 

ひとり親家庭の児童が小学校に入学する場合、又
はひとり親家庭の児童が中学校を卒業する場合、
保護者の方に入学（卒業）祝金を支給します。 

こども家庭課 

４ 

子育て短期支援事業
（ショートステイ・ト
ワイライトステイ）の
推進 

保護者が疾病や仕事等の社会的な事由により、家
庭において子どもを養育することが一時的に困
難になった場合、児童福祉施設等で一時的に養育
をします。 

こども救援セ
ンター 

５ 
未婚のひとり親に対す
る寡婦（夫）のみなし
適用 

税法上、寡婦（夫）控除を受けられない婚姻歴の
ないひとり親に対し、寡婦（夫）控除等をみなし
適用し、負担軽減を図ります。申請に基づき認定
された場合は、寡婦（夫）控除が適用されたもの
として使用料等を算定します。 
なお、令和３年度分より、地方税法等の一部改正
により「ひとり親控除」が創設されたため、当該
みなし適用が廃止となりました。 

こども家庭課 

 

② 自立のための就労支援等の充実 

ひとり親家庭の保護者がよりよい収入や雇用条件で就労することができるようにするた

めの援助や、子どもの学費や事業開始のための資金の貸付等を行うことによってひとり親

家庭の自立の推進を図っている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 
高等職業訓練促進給付
金等事業の推進 

母子家庭の母又は父子家庭の父の自立促進を図
るため、促進費及び一時金を支給し、生活の安定
に資する資格の取得を支援します。 

こども家庭課 

２ 
自立支援教育訓練給付
金事業の推進 

母子家庭の母又は父子家庭の父の職業能力開発
を支援し、ひとり親家庭の自立促進を図るために
訓練給付金を支給し、母子・父子家庭の自立を推
進します。 

こども家庭課 

３ 
高卒認定試験合格支援
給付金の充実 

高等学校を卒業していないひとり親家庭の親及
び、その子どもが高等学校卒業程度認定試験の合
格を目指す場合に、対策講座の授業費用の一部を
補助し、ひとり親家庭の親及び、その子どもの学
びなおしを支援します。 

こども家庭課 

４ 
母子父子寡婦福祉資金
貸付金の充実 

母子家庭、父子家庭及び寡婦の経済的自立と児童
の福祉を増進するための貸付の充実を図ります。 

こども家庭課 

５ 
母子・父子自立支援員
による相談体制の充実 

母子・父子自立支援員を配置し、母子・父子家庭
等の自立に向けた総合的な支援、相談の充実を図
ります。 

こども家庭課 
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３．地域社会のすべての人たちが親子の成長を支え、見守り、共に喜びを分かち合える社会の構

築 

（１） 地域の子育て支援体制の強化 

様々な社会的要因を背景に地域のつながりの希薄化とともに地域の子育て力の低下が懸

念されているが、子育て中の保護者が子育てに不安や孤立感を持つことがなくなるようにす

るには地域の支援や見守りが不可欠である。 

そのため、行政による支援の強化とともに、地域の人たちによる子育てに対する見守りを

強化し、地域社会全体の子育て支援体制の充実を図っている。 

 

① 相談・支援体制の強化 

出産や子育てに対する相談や指導体制の充実を図るとともに、地域に出ることを躊躇し

ている保護者には訪問による相談等を行い、子育ての不安を取り除く体制を強化している。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 
健康課保健師等による
相談指導等の充実 

妊産婦・新生児を対象に家庭訪問をし、疾病予防
と育児不安等の軽減のために必要な保健指導、助
言を行い、また健（検）診等で発達や養育に不安
のある母子を対象に、養育指導と不安解消のため
の相談を受け付けます。 

健康課 

２ 
母子等保健推進員活動
の推進（通称母

ぼ

推
すい

さん） 
（再掲） 

市長から委嘱を受けた地域の役員が、市と子育て
家庭をつなぐ活動をしています。乳児家庭全戸訪
問事業（こんにちは赤ちゃん事業）と１歳児訪問
では、乳幼児のいる家庭に伺い、健診等のお知ら
せや育児の悩みについて一緒に考えます。 
市は、活動内容の周知や研修等の実施により、地
域住民の健康と福祉の増進に寄与する母子等保
健推進員の活動を支援します。 

健康課 

３ 
乳幼児健康診査未受診
者対策の強化 

乳幼児健康診査未受診者をもらさず受診勧奨を
行い、もれなく発育・発達の確認を行います。 

健康課 

４ 
養育支援等必要な訪問
支援の実施 

子育てに不安を抱えていたり、さまざまな理由に
より子どもの養育に支援を必要としている家庭
等に対して、専門職員や保健師等が訪問を行い、
保護者の育児不安の軽減や定期的な訪問支援等
を行うことにより、養育力の向上や児童虐待等の
未然防止を図ります。 

こども救援セ
ンター 
健康課 
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５ 
子育て世代包括支援セ
ンター事業 

保健センター６か所とこども家庭課（子育てなん
でもセンター）、こども救援センターにおいて以
下の業務を推進します。 
■全ての妊産婦・乳幼児・保護者等、子育て世代
を対象として、安心して妊娠・出産・子育てがで
きるよう、関係各機関と連携調整を行い、地域・
関係各機関へ子育て情報等の発信に努めます。 
■母子健康手帳交付時に保健師・助産師が行う面
談の機会を活用し、必要な情報の把握と相談に応
じ、適切な関係機関・支援を紹介するなどして、
妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を
行います。 

健康課 
こども家庭課 
子育てなんで
もセンター 
こども救援セ
ンター 

 

② ボランティア・ＮＰＯ等との連携及び活動支援の推進 

子どもたちの健やかな成長の支援には、保護者や事業者、行政だけでなく地域で活躍す

るボランティアの方々やＮＰＯ・子育て支援団体等の協働が不可欠であることから、ボラ

ンティアやＮＰＯ等との連携・協力体制を進めていくとともに、これらの方々が活動しや

すい環境の整備及び支援の充実を図っている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 
ファミリー・サポート・ 
センター事業の会員へ
の支援 

地域における子育て援助の担い手であるファミ
リー・サポート・センター事業の「まかせて会員」
になりやすい環境の整備と、その支援の充実を図
ります。 

保育課 

２ 
ブックスタート事業の
推進 

赤ちゃんと保護者が絵本を通じて、親子のふれあ
いや絆を深めるきっかけづくりを目的としたブ
ックスタート事業を地域の読み聞かせボランテ
ィアへ委託し、協働で推進します。 

こども家庭課 

３ 
こども基金助成事業の
充実 

主体的に子育て支援活動を行う団体を対象とし
て、高崎市こども基金からその活動費の一部を助
成することで、子育て支援活動の支援の充実を図
ります。 

こども家庭課 

４ 
『ちゃいたか』サポー
ターの活動支援の充実 

子育て応援情報サイト「ちゃいたか」では、市民
ボランティアの「ちゃいたかサポーター」が子育
て等の情報を発信します。 
新規サポーターへの全３回の研修やサポーター
会議等を開催し、活動支援の充実を図ります。 

こども家庭課 

 

（２） 児童虐待防止対策の充実 

高崎市においても児童虐待相談・対応件数が増加する中、こども救援センターでは、虐待

対応の迅速化ときめ細やかな支援を行うため、専門職の配置も含めた体制の強化を図ってい

る。 

また、地域の見守りや関係機関との更なる連携により、虐待の早期発見・早期対応と未然

防止に努めている。 
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① 児童虐待防止への意識の醸成及び通告、連絡体制の整備の充実 

児童虐待の未然防止、早期発見には地域住民からの通告や連絡などが不可欠であり、虐

待の可能性があると感じた場合は、すぐに関係機関等へ通告する意識の醸成を図ると同時

に、通告をしやすく、受けやすい環境整備の充実を図っている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 
相談・訪問支援体制の
強化 

適切な児童家庭相談援助活動、虐待通告があった
場合等の迅速な対応とその後の適切な支援体制
を強化します。 

こども救援セ
ンター 

２ 
２４時間電話受付体制
の実施 

２４時間電話相談等窓口を開設し、児童虐待通告
や相談等の受付体制の充実を図ります。 

こども救援セ
ンター 

３ 
オレンジリボン児童虐
待防止推進キャンペー
ンの実施 

毎年１１月は、国が推進する児童虐待防止推進月
間です。期間中は研修会を開催するなど、児童虐
待防止に向けた啓発活動を実施します。 

こども救援セ
ンター 

 

② 関係機関との連携体制の強化 

通告があった場合の迅速な対応や情報共有には、日頃からの緊密な連携体制が重要とな

ることから、ケースに応じた迅速かつ適切な対応をとることができる連携体制の強化に努

めている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 
群馬県児童相談所等関
係機関との連携・情報
共有体制の充実 

児童福祉機関や保健医療機関、教育機関等の関係
機関による連携を強化し、ケース会議等での情報
共有や必要に応じた緊急会議を開催します。 

こども救援セ
ンター 

２ 

高崎市こどもを守る地
域協議会（要保護児童
対策地域協議会）の充
実及び強化 

要保護児童の早期発見や適正な保護又は要支援
児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るた
めに設置され、各関係機関との連携・協力を確保
しながら、要保護児童等に対する総合的な支援を
実施します。 

こども救援セ
ンター 

 

（３） 子育て支援事業に従事する人たちへの支援体制の充実 

子どもや子育て支援において保育所・認定こども園・幼稚園は地域の中核的な役割を担う

施設であり、また放課後児童クラブもその必要性・重要性が高まっている。 

こうした施設に対する質的・量的な支援の充実を図り、保護者や子どもたちが安心して利

用できる環境づくりを進めている。 

 

① 保育所・幼稚園・認定こども園への支援の強化 

共働き世帯の増加などにより、乳幼児の保育ニーズは今後も一定の増加が見込まれてお

り、子育てをしながら仕事との両立を図ることの環境整備には、保育施設のソフト・ハー

ドのいずれの充実も不可欠であることから、保育施設との緊密な連携、協力体制の整備及

び支援の充実を図っている。 
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また、高崎市の幼児教育の充実には、教育施設と市との密接な関係を構築していくこと

が必要であり、保育施設の支援と同様、教育施設に対する支援の充実も図っている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 
保育所等の環境整備に
対する財政支援の充実 

保育ニーズに対応するための施設整備や、途中入
所が可能となるような運営に対して、財政支援を
実施するなど保育所等における環境整備に努め
ます。 

保育課 

２ 
私立幼稚園の運営に対
する支援の実施 

私立幼稚園の教育の振興及びその経営の健全化
を支援するため、運営費の一部に対する補助を実
施します。 

教職員課 

３ 
認定こども園移行施設
に対する支援の実施 

認定こども園に移行する施設に対し、円滑に移行
ができるよう、適切な支援を行います。 

保育課 
教職員課 

 

② 放課後児童クラブ関係者への支援の推進 

共働き家庭の増加などにより、放課後児童クラブの充実は緊急の課題であり、質・量と

もにその充実が望まれており、子どもたちが実りのある放課後を過ごすために、放課後児

童クラブ関係者との連携、協力体制を推進し、その環境整備や支援の強化を図っている。 

 

NO 事業名等 事業内容や今後の取組み・目標等 担当課 

１ 
放課後児童支援員等を
対象とした研修会の実
施 

設備及び運営に関する基準を定めた条例でも、事
業者が支援員等の資質向上のための研修会を確
保しなければならないことが定められているた
め、職員の知識及び技術の向上が図れるよう、県
と連携しながら各種研修会の実施に努めます。 

こども家庭課 
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◎ 基本的視点における事業等一覧 

基本的 
視点 

基本目標 基本施策 事業名等 

１ 

子
ど
も
の
視
点
か
ら
の
方
向
性 

（1）子どもの健
やかな成長を支
援する体制づく
り 

①乳幼児健診、保健指導
等の充実 

股関節脱臼検診の実施 

乳幼児健康診査（委託）の推進 

乳幼児健康診査（集団）の実施 

２歳児個別歯科健康診査の実施 

あかちゃん学級の推進 

すくすく相談 

個別保健指導 

離乳食教室 

②小児医療体制及び保健
医療サービスの充実 

夜間休日急病診療所 

休日当番医 

小児救急医療体制整備 

定期予防接種の実施 

任意予防接種（一部公費負担）の実施 

特別の理由により免疫が消失した子ど
もの再接種費用の助成 

インフルエンザ、ノロウイルス等感染症
の予防啓発、情報の発信、指導等。手洗
いチェッカー貸出事業 

小児慢性特定疾病医療費の支給 

小児慢性特定疾病医療費等特別助成 

③食育の推進 

高崎市食育推進計画に基づく事業の推
進 

保育所・認定こども園・幼稚園での食育
の推進 
小中学校での学校給食の充実及び食育
教育の充実 

④子どもの生きる力の育
成 

確かな学力向上の支援 

豊かな人間性育成の支援 

心身の健康と体力の向上への支援 

⑤相談支援体制の充実 ヤングケアラーＳＯＳサービス事業 

（2）特別な支
援が必要な子
どもへの支援
の充実 

①障害のある子どもへの
支援体制の充実 

高崎市障害者福祉計画に基づく事業の
推進 

児童発達支援事業の充実 

放課後等デイサービス事業の充実 

保育所等訪問支援事業の充実 

障害児相談支援事業の充実 

障害者支援ＳＯＳセンターばる～んに
おける相談・支援の充実 

特別児童扶養手当の支給 

障害児福祉手当の支給 

福祉医療費助成の実施 

育成医療の実施 
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②発達に不安のある子ど
ものサポート体制の推進 

個別相談の充実 

保育所・認定こども園・幼稚園等巡回相
談の推進 

学校訪問相談の充実 

乳幼児発達相談「にこにこるーむ」 

ペアレントトレーニング 

気になる子への支援の推進 

③情報提供の推進 
障害児相談支援事業所や障害者支援Ｓ
ＯＳセンターでの相談体制の充実、市Ｈ
Ｐにて最新情報の掲載など 

（3）安全・安心
な子どもの成
長に配慮した
環境の整備 

①児童館・児童センター
の充実 

児童館・児童センターの充実 

民間児童センターへの支援の充実 

②図書館、公民館などを
活用した学習環境の充実 

子ども向け絵本の充実及び保護者への
情報提供 

読み聞かせの会の推進 

ブックスタート事業との連携の強化 

子育て支援講座等の充実 

子ども図書館の整備 

③公園、運動場等の充実 

公園・緑地のユニバーサルデザイン化 

公園の整備 

体育施設の整備 

（4）良質な教
育や保育を受
けることがで
きる環境の整
備 

①幼児期の教育・保育環
境の基盤整備の充実 

教育・保育施設に対する必要な基盤整備 

②学校施設及び放課後児
童クラブの整備・充実 

安心して学ぶことができる教育環境の
整備 

放課後児童クラブに対する必要な環境
整備 

 

基本的 
視点 

基本目標 基本施策 事業名等 

２ 

保
護
者
の
視
点
か
ら
の
方
向
性 

（1）安心して
子どもを産み
育てることが
できる環境づ
くり 

①妊娠・出産期の支援の
充実 

一般不妊治療費助成事業の実施 

不妊に悩む方への特定治療支援事業の
実施 
なお、不妊治療の保険適用化に伴い、特
定不妊治療費助成制度は終了したが、生
殖補助医療費助成事業を実施している。 

不育症治療費助成事業の実施 

妊婦健康診査の充実 

妊婦個別歯科健康診査の実施 

マタニティレッスン・プレパパママ教室
の実施 

おなかの赤ちゃんをみんなで守る事業
の推進 

多胎妊婦健康診査費助成の実施 

新生児聴覚検査費助成の実施 

子育てＳＯＳサービス事業の実施 

がん患者等妊孕性温存治療費等助成事
業の実施 
なお、第２期計画策定時に行われていな
かった事業であり令和２年４月から開
始している。 
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新生児難病検査等費用助成の実施 
なお、第２期計画策定時に行われていな
かった事業であり令和５年１０月から
開始している。 
初回産科受診料助成事業の実施 
なお、第２期計画策定時に行われていな
かった事業であり令和５年６月から開
始している。 
出産・子育て応援事業の実施 
なお、第２期計画策定時に行われていな
かった事業であり令和５年１月から開
始している。 
出産入院費用支援の実施 
なお、第２期計画策定時に行われていな
かった事業であり令和５年７月から開
始している。 
母子手帳アプリの利活用（子育てアプ
リ） 
なお、第２期計画策定時に行われていな
かった事業であり令和５年４月から開
始している。 

②産後の支援の充実 

子育てＳＯＳサービス事業の実施（再
掲） 

産婦個別歯科健康診査の実施 

産後ケア事業の実施 
なお、第２期計画策定時に行われていな
かった事業であり令和２年４月から開
始している。 

産婦健康診査の実施 
なお、第２期計画策定時に行われていな
かった事業であり令和２年４月から開
始している。 

③相談支援体制の充実 

助産師・保健師・栄養士による訪問指導
の推進 
なお、令和２年４月から栄養士も参加し
ている。 

母子等保健推進員活動の推進（通称母推
さん） 

母子等保健推進員による乳児家庭全戸
訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）の
推進 

家庭児童相談の充実 

子どもの発達相談の充実 

子育てなんでもセンターでの子育て相
談の実施 

④情報提供の推進 

ぴよぴよ広場の実施 

保育所等入所案内等の配布 

子育て応援ブックの作成・配布 

子育て応援情報サイト『ちゃいたか』の
充実 

「すくいく」たかさき子育てサークル団
体情報誌の作成・配布 
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生涯学習情報サイト「まなびネットたか
さき」の充実 

子育てなんでもセンターでの就園相談
の実施 

⑤経済的負担の軽減 

児童手当の支給 
なお、令和６年１０月から制度改正によ
り高校生年代までを対象としている。 

福祉医療費助成（中学校３年生まで）の
実施 
なお、令和５年４月から対象年齢を高校
生世代まで（１８歳到達後最後の３月 
３１日まで）対象を広げている。 

幼児教育・保育の無償化の実施 

第３子目以降保育料無料化の実施 

第３子目以降副食費無償化の実施 

実費徴収に係る補足給付事業の実施 

（2）仕事と子
育ての両立支
援 

①多様な保育ニーズに対
する支援の充実 

保育所等の施設の充実 

延長保育事業の充実 

休日保育事業の充実 

一時預かり事業の充実 

幼稚園・認定こども園での一時預かり事
業の充実 

病児・病後児保育の充実 

子育て支援センターの充実 

ファミリー・サポート・センター事業の
充実 

子育てなんでもセンターでの交流・プレ
イルーム事業の実施 

子育てなんでもセンターでの託児ルー
ム事業の実施 

②待機児童を出さないた
めの施策の推進 

保育所等への施設整備補助の充実 

保育所等入所待機児童解消補助制度の
推進 

保育士資格取得（予定）者等に対する施
設見学の実施 

保育士確保事業の実施 

③放課後児童健全育成事
業の推進 

放課後児童クラブの運営に対する支援
の推進 

④就労に関する情報提供
の推進 

市民就業相談の実施 

ハローワークとの連携 

子育てなんでもセンターでの就労相談
の実施 

⑤男女共同参画の推進 

高崎市男女共同参画計画に基づく事業
の推進 

ＤＶ相談及び男女共同参画相談の充実 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ
ランス）の推進 
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（3）ひとり親
への支援 

①日常生活支援の充実 

児童扶養手当の支給 

ひとり親家庭等への医療費助成の実施 

ひとり親家庭児童入学（卒業）祝金の支
給 

子育て短期支援事業（ショートステイ・
トワイライトステイ）の推進 

未婚のひとり親に対する寡婦（夫）のみ
なし適用 
なお、令和３年度分より、地方税法等の
一部改正にされ「ひとり親控除」が創設
されたため、当該みなし適用が廃止とな
る。 

②自立のための就労支援
等の充実 

高等職業訓練促進給付金等事業の推進 

自立支援教育訓練給付金事業の推進 

高卒認定試験合格支援給付金の充実 

母子父子寡婦福祉資金貸付金の充実 

母子・父子自立支援員による相談体制の
充実 

 

基本的 
視点 

基本目標 基本施策 事業名等 

３ 

地
域
・
子
育
て
支
援
関
係
者
の
視
点
か
ら
の
方
向
性 

（1）地域の
子育て支援
体制の強化 

①相談・支援体制の強化 

健康課保健師等による相談指導等の充実 

母子等保健推進員活動の推進（通称母推
さん）（再掲） 

乳幼児健康診査未受診者対策の強化 

養育支援等必要な訪問支援の実施 

子育て世代包括支援センター事業 

②ボランティア・ＮＰＯ等
との連携及び活動支援の推
進 

ファミリー・サポート・センター事業の会
員への支援 

ブックスタート事業の推進 

こども基金助成事業の充実 

『ちゃいたか』サポーターの活動支援の
充実 

（2）児童虐
待防止対策
の充実 

①児童虐待防止への意識の
醸成及び通告、連絡体制の
整備の充実 

相談・訪問支援体制の強化 

２４時間電話受付体制の実施 

オレンジリボン児童虐待防止推進キャン
ペーンの実施 

②関係機関との連携体制の
強化 

群馬県児童相談所等関係機関との連携・
情報共有体制の充実 

高崎市こどもを守る地域協議会（要保護
児童対策地域協議会）の充実及び強化 

（3）子育て
支援事業に
従事する人
たちへの支
援体制の充
実 

①保育所・幼稚園・認定こ
ども園への支援の強化 

保育所等の環境整備に対する財政支援の
充実 

私立幼稚園の運営に対する支援の実施 

認定こども園移行施設に対する支援の実
施 

②放課後児童クラブ関係者
への支援の推進 

放課後児童支援員等を対象とした研修会
の実施 
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第５ 子ども・子育て支援事業の展開 

１． 子ども・子育て支援法に基づく量の見込み及び確保方策 

（１） 法に基づく量の見込み及び確保方策の趣旨 

法では、市町村は、基本指針に即して、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提

供体制の確保等に関する市町村子ども・子育て支援事業計画を定めることになっている。 

事業計画には、教育・保育等の現在の利用状況等を参考に教育・保育提供区域ごとに、５

年間の教育・保育等の必要利用定員総数（量の見込み・需要）と供給体制の確保の内容（確

保方策・供給）を具体的な数値目標として設定することとされている。 

高崎市においては、今後、さまざまな施策の実施により社会的な状況等の変化等も考えら

れ、将来の状況が不透明であることから現状での実績を参考に数値を設定することを基本と

している。 

また、本計画における教育・保育提供区域は、高崎市全域を１区域としている。 

 

（２） 量の見込み等の設定の対象となる事業 

区分 設定区分・事業名 内容・設定細目等 

教育・保育 

１号認定 ３～５歳：保育の必要性なし 

２号認定 ３～５歳：保育の必要性あり 

３号認定 
１・２歳：保育の必要性あり 

０歳：保育の必要性あり 

地域子ども・ 
子育て支援事業 

利用者支援事業 

時間外保育事業（延長保育事業） 

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター） 

一時預かり事業 

幼稚園での一時預かり事業 

子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 

病児・病後児保育事業 

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

妊婦健康診査 

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

養育支援訪問事業、こどもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

実費徴収に係る補足給付事業（※） 

（※） 実費徴収に係る補足給付事業については、量の見込み等を作成する事業の対象外。 
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（３） 児童数の推計 

量の見込み等の設定にあたり、計画期間内の児童数を推計している。 

児童数の推計にあたっては、人口動態の状況や出生数の推移等を踏まえて見込むこととさ

れている。高崎市の総人口は過去５年間ほぼ同水準を保っているものの、就学前（０～５歳）

児童数においてはこれまで減少傾向で推移しており、平成３１年４月１日現在１７,７９８

人で、１８，０００人を下回る状況となっている。 

そのため、本計画においては計画策定時の児童数の水準を基に、一定の割合で減少してい

くものとして推計している。 

 

（４） 量の見込みの算出 

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みは、現在の利用状況や実績、潜

在的な利用希望を把握するために実施したニーズ調査により算出されたニーズ量等を総合

的に考慮し算出したものである。 

 

（５） 幼児期の学校教育・保育の量の見込み及び確保方策 

① 幼児期の学校教育・保育の基本的事項 

（ア）支給認定 

施設型給付の対象となる子どもは、法第１９条に定める支給要件に基づき、法第２０

条の規定により市の認定を受けることになる。 

認定区分の概要は次のとおりである。 

 

認定区分 対象となる子ども 給付の内容 対象施設・事業 

１号認定子ども 
満３歳以上で教育を希望する 
（保育の必要性がない）就学前 
の子ども 

教育標準時間 
幼稚園 
認定こども園 

２号認定子ども 
満３歳以上で保育を必要とする 
就学前の子ども 

保育短時間 
保育標準時間 

保育所 
認定こども園 

３号認定子ども 
満３歳未満で保育を必要とする 
就学前の子ども 

保育短時間 
保育標準時間 

保育所 
認定こども園 
小規模保育事業等 
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（イ）幼稚園及び保育所の入園・入所実績 

過去４年間の幼稚園及び保育所の入園・入所実績は次のとおりである。 

単位（人） 

区分・年齢 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

児童数 
３～５歳 ９,０７９  ８.８６６  ８,６３４  ８,２２６  

０～２歳 ８,２８５  ７,８５７  ７,５９５  ７,３８８  

幼稚園 

未移行 

３～５歳児 

５５２  ４９１  ４２７  ２３１  

１号 ２,８９６  ２.６７２  ２,４４６  ２,３５４  

計 
３,４４８  
（３８ .０％） 

３,１６３  
（３５ .７％） 

２,８７３  
（３３ .３％） 

２,５８５  
（３１ .４％） 

保育所 ３～５歳児 
５,４１９  
（５９.７％） 

５,４８０  
（６１ .８％） 

５,５１７  
（６３ .９％） 

５,４２５  
（６５ .９％） 

３～５歳児 合計 
８,８６７  
（９７ .７％） 

８,６４３  
（９７ .５％） 

８,３９０  
（９７ .２％） 

８,０１０  
（９７ .４％） 

幼稚園 

未移行 

０～２歳児
（満３歳児） 

９３  ７９  ７４  ５４  

１号 ３４８  ３８６  ３１７  ３３７  

計 
４４１  

（５ .３％） 
４６５  

（５ .９％） 
３９１  

（５ .１％） 
３９１  

（５ .３％） 

保育所 ０～２歳児 
４,２２１  
（５０.９％） 

４,２１９  
（５３ .７％） 

４,２４９  
（５５ .９％） 

４,３１７  
（５８ .４％） 

０～２歳児 合計 
４,６６２  
（５６ .３％） 

４,６８４  
（５９ .６％） 

４,６４０  
（６１ .１％） 

４,７０８  
（６３ .７％） 

※１ 児童数及び保育所の入所実績、幼稚園の入園実績は、各年度３月時点 
※２ 幼稚園には認定こども園（教育部分）を含む。保育所には認定こども園（保育部分）、

事業所内保育事業、小規模保育事業等含む。 
※３ （ ）内は、各年度の年齢区分別の児童数に対する入園・入所児童の割合 

 

３～５歳児の利用率実績は、ほぼ横ばいで、利用児童数は令和２年度実績から８５７

人減少しているが、利用を希望する児童については利用できている状況となっている。 

一方、０～２歳児の利用実績は、増加傾向にあり、利用児童数は令和２年度実績から

４６人増加し、約７．４ポイント増加している。 

 

② 幼児期の学校教育・保育の量の見込み 

（ア）１号認定及び２号認定の量の見込みの考え方 

１号認定及び２号認定の対象となる３～５歳児については、令和５年度の利用実績で

約９７．４％が幼稚園や保育所等を利用している状況である。 

今後もこの状況に大きな変化はないものと見込み、対象児童全員が幼稚園や保育所等

を利用することとして量の見込みを設定している。 
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（イ）３号認定の量の見込みの考え方 

３号認定の対象となる０～２歳児については、利用実績が増加傾向にあり女性の社会

進出による共働き家庭の増加や核家族化などの社会的な背景を考慮すると今後もこの傾

向は続くものと見込まれるが、将来的な展望は不透明な状況である。 

こうした状況を勘案し、本計画では３号認定の量の見込みを令和元年度の実績見込み

を踏まえた水準に設定している。なお、量の見込みの設定に関しては、計画策定時の見

込みであり、実際の利用状況や社会的動向等を踏まえ、適宜修正を行うとしている。 

 

③ 幼児期の学校教育・保育の量の確保方策 

幼児期の学校教育・保育の量の見込みに対する確保方策は、保育所、認定こども園の増

改築や新設、保育士確保施策、移行を希望する幼稚園の認定こども園化の推進による満３

歳児未満の受け入れ枠の拡大により対応可能と見込んでいる。 
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（６） 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保方策 

① 地域子ども・子育て支援事業の趣旨 

地域子ども・子育て支援事業は、法第５９条に規定された市町村が実施する事業で、地

域の実情に応じ、妊娠、出産から育児までの切れ目のない支援を総合的に実施している。 

 

② 地域子ども・子育て支援事業の概要及び量の見込み等の考え方 

地域子ども・子育て支援事業に規定される各事業の概要は、下記のとおりである。 

また、各事業の量の見込みは、現時点において、今後の見通しは不確定な要素が多いこ

とから、原則として各事業のこれまでの実績を基準として実利用人数が今後も同水準を保

つと見込み設定している。 

確保方策については、今後の情勢を見極めつつ、利用者の希望が増加すると見込まれた

場合には、速やかに実施体制を整えていくこととしている。 

 

（ア）利用者支援事業 

子ども又は保護者の身近な場所で、保育所・認定こども園・幼稚園等の教育・保育施

設や、一時預かり、病児・病後児保育事業など地域の子育て支援事業等の中から適切な

ものを選択し円滑に利用できるよう情報の集約や提供などを行うとともに、保護者から

の相談に応じ、必要な助言や関係機関との連絡調整等を行う事業である。 

高崎市では、保育課及び各支所窓口での保育所等の入所相談機能を充実させるととも

に、各保健センターにおいても妊娠･出産･育児に関する各種相談に対し、情報提供、助

言、指導を適切に行い、保護者からの相談に柔軟に応じていくことができるよう体制の

整備を進めている。 

 

■ 量の見込み及び確保方策 

 令和２年度～令和６年度 

①量の見込み 
基本型・特定型 １か所 

母子保健型 ６か所 

②確保方策 
基本型・特定型 １か所 

母子保健型 ６か所 

②－① ０か所 

※ 量の見込み等の数値は、各年度（単年度）の数量 
※ 基本型・特定型：主として、地域子育て支援拠点等身近な場所で日常的に利用でき、かつ相談 

機能を有する施設で実施 
※ 母子保健型：主として、保健センター等母子保健に関する相談機能を有する施設で実施 
※ 基本型・特定型は、総合相談･情報提供機関として保育課を、母子保健型は、総合保健センタ 

ー健康課、各保健センターを設定 

※ 利用実績を基本として設定するが、今後の利用希望の状況等により適宜見直しを行う。 
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（イ）時間外保育事業（延長保育事業） 

保護者の就労形態の多様化や通勤時間の増加等に伴い、保育所の開所時間（１１時間）

を超える保育需要に対応するため、保育所において必要な保育を実施する事業である。 

 

■ 量の見込み及び確保方策 

 令和２年度～令和６年度 

①量の見込み 概ね１,５００人 

②確保方策 概ね１,５００人 

②－① ０人 

実施箇所数 概ね３４か所 

※ 量の見込み等の数値は、各年度（単年度）の数量 
※ 利用実績を基本として設定するが、今後の利用希望の状況等により適宜見直しを行う。 

 

（ウ）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

共働き家庭など保護者が昼間家庭にいない児童に、専用施設や学校の余裕教室等など

で遊びや生活の場を提供し、その健全育成を図る事業である。 

 

■ 量の見込み及び確保方策 

 令和２年度～令和６年度 

①量の見込み 

１年生 概ね１,１００人 

２年生 概ね１,０５０人 

３年生 概ね９００人 

４年生 概ね５８０人 

５年生 概ね３６０人 

６年生 概ね２１０人 

合計 概ね４,２００人 

②確保方策 概ね４,２００人 

②－① ０人 

実施箇所数 概ね９８か所 

※ 量の見込み等の数値は、各年度（単年度）の数量 
※ 利用実績を基本として設定するが、今後の利用希望の状況等により適宜見直しを行う。 
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（エ）地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター） 

小学校就学前の児童とその保護者が身近な場所で自由に利用し、親子同士の交流や

子育てについての情報の提供や育児に対する相談などを受け付ける子育て支援の拠点

となる施設を設置する事業である。 

 

■ 量の見込み及び確保方策 

 令和２年度～令和６年度 

①量の見込み 概ね１０,０００人（延べ人数） 

②確保方策 概ね１０,０００人（延べ人数） 

②－① ０人 

実施箇所数 概ね１６か所 

※ 量の見込み等の数値は、各月度（単月度）の数量 
※ 利用実績を基本として設定するが、今後の利用希望の状況等により適宜見直しを行う。 

 

（オ）一時預かり事業（幼稚園等での一時預かり事業含む） 

保護者の就労形態の多様化への対応などにより、通常の教育時間の前後や長期休業中

に、希望する児童を対象として幼稚園や認定こども園（教育部分）において実施する預

かり保育や、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、

昼間、保育所や認定こども園において一時的に預かる事業である。 

 

■ 量の見込み及び確保方策 

 令和２年度～令和６年度 

①量の見込み 
幼稚園等 概ね１１０,０００人（延べ人数） 

保育所等 概ね７,０００人（延べ人数） 

②確保方策 
幼稚園等 概ね１１０,０００人（延べ人数） 

保育所等 概ね７,０００人（延べ人数） 

②－① ０人 

実施箇所数 
幼稚園等 概ね６２か所 

保育所等 概ね１６か所 

※ 量の見込み等の数値は、各年度（単年度）の数量 
※ 利用実績を基本として設定するが、今後の利用希望の状況等により適宜見直しを行う。 
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（カ）子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 

ショートステイは、保護者が、疾病や仕事の都合など身体上、環境上の理由等により

児童の養育が困難となった場合に、児童福祉施設等で一定期間（原則として７日以内）

その児童を養育、保護する事業である。高崎市では、乳児院１か所、児童養護施設３か

所で実施している。 

また、トワイライトステイは、保護者が、仕事等で帰宅が夜間になる等の理由により

児童の養育が困難となった場合に、児童福祉施設等で一時的（夕方から概ね１０時ごろ

まで）にその児童を養育、保護する事業である。高崎市では、児童養護施設３か所で実

施している。 

 

■ 量の見込み及び確保方策 

 令和２年度～令和６年度 

①量の見込み 
ショートステイ 概ね７０人（延べ人数） 

トワイライトステイ 概ね１０人（延べ人数） 

②確保方策 
ショートステイ 概ね７０人（延べ人数） 

トワイライトステイ 概ね１０人（延べ人数） 

②－① ０人 

実施箇所数 
ショートステイ 概ね４か所 

トワイライトステイ 概ね３か所 

※ 量の見込み等の数値は、各年度（単年度）の数量 
※ 利用実績を基本として設定するが、今後の利用希望の状況等により適宜見直しを行う。 

 

（キ）病児・病後児保育事業 

児童が発熱等の急な病気になった場合、病院や保育所等に付設された専用スペース等

において看護師等が一時的に保育する、又は、保育中に体調不良となった児童を保育所

等の医務室等において看護師等が緊急的な対応を行う事業である。高崎市では、病児対

応型が４か所、病後児対応型が１か所、体調不良時対応型が１１保育所等で実施してい

る。 

■ 量の見込み及び確保方策 

 令和２年度～令和６年度 

①量の見込み 概ね５,５００人（延べ人数） 

②確保方策 概ね５,５００人（延べ人数） 

②－① ０人 

実施箇所数 概ね１６か所 

※ 量の見込み等の数値は、各年度（単年度）の数量 
※ 利用実績を基本として設定するが、今後の利用希望の状況等により適宜見直しを行う。 
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（ク）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

児童の預かりや送迎などの援助を受けることを希望する者（依頼会員）と援助を行う

ことを希望する者（提供会員）との相互援助活動に関する連絡・調整を行う事業である。 

なお、病児・病後児の預かりや、早朝・夜間等の緊急時の預かり等が対象となる病児・ 

緊急対応強化事業も実施している。 

 

■ 量の見込み及び確保方策 

 令和２年度～令和６年度 

①量の見込み 概ね１,５１０人（延べ人数） 

②
確
保
方
策 

一時預かり（未就学児） 概ね９００人（延べ人数） 

一時預かり（就学児） 概ね６００人（延べ人数） 

病児・緊急対応強化 概ね１０人（延べ人数） 

②－① ０人 

実施箇所数 １か所 

※ 量の見込み等の数値は、各年度（単年度）の数量 
※ 利用実績を基本として設定するが、今後の利用希望の状況等により適宜見直しを行う。 

 

（ケ）妊婦健康診査 

妊婦の健康管理の充実を図るため、健康状態の把握、検査計測、保健指導を実施する

とともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業である。高崎市

は、妊婦１人に対し妊婦一般健康診査受診票１４枚を配布して群馬県医師会委託産婦人

科等で実施している。 

 

■ 量の見込み及び確保方策 

 令和２年度～令和６年度 

①量の見込み 概ね３３,０００人（延べ人数） 

②確保方策 

実施場所 

実施体制 

検査項目 

実施場所： 

群馬県医師会委託産婦人科等 

実施体制： 

健康課・各保健センターにて母子手帳交付時に配布 

検査項目： 

国の定める標準審査項目に群馬県医師会と協議し決定 

※ 量の見込み等の数値は、各年度（単年度）の数量 
※ 利用実績を基本として設定するが、今後の状況等により適宜見直しを行う。 
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（コ）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、育児に関する不安や悩みを聞き、

相談に応じるほか、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握及び助言を行う事

業である。高崎市は、高崎市母子等保健推進協議会で実施している。 

 

■ 量の見込み及び確保方策 

 令和２年度～令和６年度 

①量の見込み 概ね２,８００人（延べ人数） 

②確保方策 

実施体制 

実施機関 

実施体制：概ね５７０人 

実施機関：健康課・各保健センター 

委託団体：高崎市母子等保健推進協議会 

※ 量の見込み等の数値は、各年度（単年度）の数量 

※ 利用実績を基本として設定するが、今後の状況等により適宜見直しを行う。 

 

（サ）養育支援訪問事業、こどもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事等の養育能力を向上させ

るための支援（相談支援、育児・家事援助等）を行う事業である。 

また、こどもを守る地域ネットワークの機能強化を図るため、調整機関職員やネット

ワーク構成員（関係機関）の専門性の強化や、ネットワーク関係機関間の連携強化を図

る事業も実施している。高崎市は、こども救援センターや健康課等で必要な訪問や支援

を実施している。 

 

■ 量の見込み及び確保方策 

 令和２年度～令和６年度 

①量の見込み 概ね５０人（実人数） 

②確保方策 

実施体制 
実施体制：こども救援センター・健康課等関連部署 

※ 量の見込み等の数値は、各年度（単年度）の数量 

※ 利用実績を基本として設定するが、今後の状況等により適宜見直しを行う。 

 

（シ）実費徴収に係る補足給付事業 

子どもが教育・保育の提供をうけた場合に、保護者が支払うべき食事の提供に要する

費用（食材料費）や日用品、文具等の購入に要する費用、行事への参加に要する費用に

ついて、一定の所得以下の世帯、第３子目以降の子ども、低所得者で生計が困難である

世帯（生活保護法による被保護世帯）である場合にその費用の一部を助成する事業であ

る。  
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２． 高崎市独自の子ども・子育て支援等に関する施策の展開 

高崎市では法に定められた教育・保育や地域子ども・子育て支援事業による各施策を実施す

るだけでなく、高崎市の現状や地域のニーズに応じた子育て支援施策を展開していくほか、既

存の事業においても必要に応じ国などの基準を上回る事業を展開し、子ども・子育て支援の更

なる充実を図っている。 

 

（１） 幼児期の学校教育に対する支援施策 

幼児期の学校教育の中心的な施設である私立幼稚園は、子ども・子育て支援新制度の施行

に伴い、新制度の幼稚園に移行した園と移行していない園に分かれ、財政支援の仕組みが異

なる。高崎市では、財政支援の変更、認定こども園等への移行、幼児教育・保育の無償化な

ど、園からの相談、調整に対応するため、幼稚園担当の職員配置など、組織体制の支援によ

り、私立幼稚園との連携を強化している。 

幼稚園設置者に対しては運営費の一部について市単独で財政支援を行うなど、必要な財政

支援を実施している。保護者に対しては、幼稚園保育料の軽減、幼稚園就園奨励費の助成や

第３子目以降幼稚園保育料無料化を実施しているが、幼児教育・保育の無償化により保育料

は無償化されている。 

また、発達や発育の遅れ、常同行動など他の子と少し違う行動が見られるなどで幼稚園や

保育所等における気になる子が多くなっている現状に鑑み、幼稚園及び保育所等における気

になる子への支援を行い、教育・保育現場における負担軽減を図っている。 

 

《主な取り組み》 

・幼稚園運営費市単独補助金【継続】 

・気になる子対策【継続】 

・第３子目以降副食費無償化【新規】 等 

 

（２） 保育所、多様な保育ニーズ、子育て世代に対する支援施策 

子育て支援施策の充実において保育所等は今後も重要な役割を担っていくが、その支援と

して、全国に先駆けて実施した年度途中での入所に対応できるよう保育所が予め採用した保

育士に対する人件費の一部を補助する保育所入所待機解消支援事業補助金や特別な支援が

必要と思われる気になる子への支援、また、保育士確保対策の一環として、保育士の資格取

得を目指す学生や資格を持ちながら現在働いていない方などを対象とした保育所の見学会

などを引き続き実施するとともに、新たに人材派遣会社等を利用し保育士を確保した場合に

その経費の一部を補助する更なる支援も実施するなど、独自の支援策の強化に努めている。 

また、核家族の進展や就労形態の変化に伴う多様な保育ニーズに対応するため、高崎市独

自の運営に係る支援を実施し、病児・病後児保育事業や休日保育事業など様々な事業におい

て事業の充実を図り、必要とされる保育ニーズの確保に努めている。 

さらに、子育て世代に向けては、０から２歳の子どもの保育料の軽減措置や第３子目以降
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保育料の無料化、また第３子目以降の３歳以上の子どもの副食費を無償化するなどの経済的

負担軽減策を引き続き実施するとともに、子育てや仕事復帰への機会を支援するための育児

休業取得者の入所制限の撤廃や、特定の期日や期間を設けず、通年にわたり随時に入所の受

付を行う入所制度を実施している。 

 

《主な取り組み》 

・保育所保育料軽減措置【継続】 

・第３子目以降保育料無料化【継続】 

・第３子目以降副食費無償化【新規】 

・保育所入所待機解消支援事業補助金【継続】 

・保育士資格取得（予定）者施設見学推進事業【継続】 

・病児・病後児保育事業、休日保育事業等市単独補助金の交付【継続】 

・気になる子対策【継続】 

・保育士確保事業【新規】 

・育児休業取得者の入所制限の撤廃【新規】 

・保育所入所の通年化【新規】 

 

（３） 放課後児童健全育成事業に対する支援施策 

高崎市では、放課後児童健全育成事業の実施にあたり学校の協力のもと可能な限り敷地内

の専用施設の建設や余裕教室の活用など、児童の健全育成や安全に配慮した取り組みを実施

している。 

また、制度改正により新たに対象となった高学年児童についても、かねてからその受け入

れを実施している。 

高崎市の多くの放課後児童クラブは地域の方々を中心とした運営委員会への委託により

運営しているが、「地域の子どもは地域で育てる」の考え方の下、今後も地域住民の協力を

得ながら事業の充実を図っていくこととしているが、支援員の処遇改善など、国の動向等を

見極めながら状況に応じた柔軟な支援を実施していくこととしている。 

また、保護者への負担軽減として、第３子目以降の保育料無料化など、高崎市独自の施策

を実施している。 

 

《主な取り組み》 

・放課後児童クラブの運営に要する費用の市単独補助【継続】 

・高学年児童受け入れの推進【継続】 

・第３子目以降放課後児童クラブ保育料無料化【継続】  等 
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（４） その他の総合的な支援施策 

子育てに不安や孤立感を抱える保護者が増加する中、子育てに関する相談や支援をワンス

トップで行う子育てなんでもセンターをはじめとし、家事・育児に関する支援を行う子育て

ＳＯＳサービス事業の実施や、児童虐待相談や家庭児童相談をこども救援センターで行うこ

とにより、安心して子育てができる環境整備を推進している。子育て世代が高崎市で安心し

て子どもを産み育てるとともに、「高崎で子どもを産みたい」「子育てするなら高崎市」と実

感できるよう支援している。 

 

① 子育てなんでもセンター 

子育て支援の拠点として、子育て中や妊娠中の人が、１か所でいつでも気軽に様々な相

談ができ、必要な支援を受けられる体制を整えている。 

 

《主な取り組み》 

・子育て相談事業 

・交流・プレイルーム事業 

・就労相談事業 

・託児ルーム事業  等 

 

② 子育てＳＯＳサービス 

妊娠中の人や乳幼児の保護者の心と身体にかかる負担軽減のため、ヘルパーを派遣して

家事等を援助し、安心して育児や日常生活を営めるよう支援している。 

 

《主な取り組み》 

・家事支援 

・乳幼児の育児支援 

・子育て相談  等 

 

③ こども救援センター 

虐待が疑われる家庭への働きかけや、子育てや家庭に関する悩み相談を通じて、保護者

のニーズに合わせた支援を行っている。 

 

《主な取り組み》 

・家庭児童相談 

・児童虐待相談 

・女性相談  等 
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３． 幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の確保 

幼児期の学校教育と保育を一体的に提供する認定こども園は、幼稚園と保育所の機能を併せ

持ち、保護者の就労状況やその変化に対し、柔軟に子どもを受け入れられる施設であることな

どから、高崎市では、既存の幼稚園や保育所からの移行や新たな設置について、利用者のニー

ズや設置者の意向、施設・設備等の状況を踏まえて対応している。 
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第３章 監査結果について 

１ 監査対象事業の選定について 

監査対象事業の選定は、「子どもを産み、育てるなら高崎市」への取り組みをみるため、令和

５年度高崎市歳入歳出決算書の一般会計歳出の３款(民生費)２項(児童福祉費)及び母子父子寡

婦福祉資金貸付事業特別会計歳出の１款（事業費）１項（母子父子寡婦福祉資金貸付事業費）

のほか、たかさき子育て応援情報サイト「ちゃいたか」を対象とした。 

以下は監査の結果により、指摘又は意見の対象となった事業である。 

単位(千円) 

項目 事業名 決算額 

児童福祉総務費 ４，３３６，０６５ 

 こども家庭課経費 １２，８９１ 

保育課経費 １０７，０００ 

放課後児童健全育成事業 ９１７，８４４ 

私立保育所振興事業 １，０５５，３７４ 

こども救援センター事業 ７，４６５ 

地域子育て支援拠点事業 ９３，９９０ 

こども発達支援センター事業 １５，８８９ 

子育てなんでもセンター運営事業 ８０，７３９ 

子育てＳＯＳサービス事業 ３３，９２８ 

児童措置費 １７，４７６，５４７ 

 児童措置事業 １７，４７６，５４７ 

母子生活支援費 １２４，３７９ 

 母子家庭等自立支援事業 ６７，３９５ 

児童館費 ５３，８５９ 

 児童館運営事業 ５３，８５９ 

母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 １９，０６８ 

 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 １４，８７８ 
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２ 個別の事業について 

（１） 個別の事業について 

選定した監査対象事業については、事業区分と事業種別で分類した。 

事業区分については、国等の制度を含めた「補助事業」と、市の予算のみで実施する「市

単独事業」の２事業に分類した。 

事業種別については、「補助金・負担金事業」、「委託事業」及び「その他」の３事業に分

類した。その他を除く２事業には、それぞれ以下のとおり監査要点と監査手続を設定し監

査を行った。 

 

（２）補助金・負担金事業 

① 監査要点 

ア 補助対象は適切か、公益上の必要性はあるか。 

イ 補助金の申請、決定、交付等の手続は定められた手順によっているか。 

ウ 補助金額の算定及び交付時期は適切か。 

エ 補助事業の実績報告は適切か。 

オ 補助交付団体への指導・監督は適切か。 

カ 補助事業の効果測定及びフィードバックは適切か。 

② 監査手続 

ア 交付(変更)申請、交付決定及び事業実績報告の審査等の事務が、関係諸法令等に従い

適正に行われているかを検証するため、補助金関係書類を閲覧する。 

イ 支出負担行為書等の資料を閲覧し、支出が適正に行われているか確認する。 

ウ 補助金の支出額の実在性・正確性を確認するため、事業実績報告書の検証や関連する

証憑類との突合を行う。 

エ 事業の詳細、事業による効果の検証等を行うため、担当部署に対するヒアリングを実

施する。 

 

（３）委託事業 

① 監査要点 

ア 契約の方式及び相手方の選定方法は適正か。 

イ 委託理由に合理性があるか。 

ウ 委託事務に必要な件数、金額が予算上明確になっているか。 

エ 委託料の算定方法は適正か。 

オ 委託契約は適法であり、支払いは正確か。 

カ 委託料は業務の内容に対し適正な水準か。委託先では業務コストの削減努力が行われ

ているか。 

キ 当該委託契約は予定した行政目的に貢献しているか。 

ク 委託成果品の検査及び委託契約の履行について適時、適切に確かめられているか。 
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② 監査手続 

ア 委託先の選定や委託料の算定、契約及び委託料の支払いなどの事務が適切に行われて

いるか検証するため、関連資料を閲覧する。 

イ 事業の詳細、事業による効果の検証等を行うため、担当部署に対するヒアリングを実

施する。 

ウ 管理事業については、関連資料を閲覧するとともに、関係者への聴取や視察を行う。 
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NO１ 子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査委託料  

１ 事業の名称 子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査委託料 

２ 事業区分 市単独事業 

３ 事業種別 委託事業 

４ 所管部課等 福祉部 こども家庭課こども企画担当 

５ 根拠例規 子ども・子育て支援法 

６ 事業目的 子ども・子育て支援法に基づき、策定を予定している「第３期高崎市子

ども・子育て支援事業計画」に記載する「量の見込み」を推計するため

アンケート形式による調査を実施する。 

７ 事業の概要 第３期子ども・子育て支援事業計画策定にあたり必要とされるニーズ

調査の調査票４，０００通の封入・封かん業務及び回収した調査票の集

計・分析業務を委託により実施するもの。 

８ 過去３年間の

決算の状況 

単位（千円） 

   実績額 

令和３年度  － 

令和４年度  － 

令和５年度  ２，２４４ 

  
 

９ 閲覧資料 ・業務委託契約書 

・検査調書 

・業務委託完成届 

・契約締結伺兼支出負担行為書 

・随意契約理由書 

１０ 課題 特になし 

  

１１ 監査結果 

当該事業の目的については子ども・子育て支援法に基づき、策定を予定している「第３期

高崎市子ども・子育て支援事業計画」に記載する「量の見込み」を推計するためのものであ

り、アンケートの発送と集計までの業務委託を行ったことに対する支出となっている。実際に

アンケートが行われた結果が集計された「子ども・子育て支援調査報告書」が提出されてい

ることを確認し、調査に関しては以下のとおりの規模で行われており、発送集計までを行う

とある程度のまとまった支出が発生するものであると推測されることから、当該事業に関す

る支出額について特段の指摘事項はない。 

 配布数 回収数 回収率 

就学前児童 ３，０００件 １,４９５件 ４９.８％ 

就学児童 １，０００件 ５４２件 ５４.２％ 

計 ４，０００件 ２,０３７件 ５０.９％ 



 

65 

 

 

当該アンケートの最後には、教育・保育環境、子育て環境や支援に関しての自由記述欄が

あり、その内容について「子ども・子育て支援調査報告書」にて、「自由記述編」が作成され

ている。当該報告書は９０ページにも及ぶ内容となっており、子育て世代が高崎市に対する

子育ての支援等への関心が非常に高いということがうかがえるものであった。 

今回実施されたアンケートは、「第３期高崎市子ども・子育て支援事業計画」に記載する

「量の見込み」を推計するためのものであり、高崎市が行っている子育て支援に関する利用

状況や今後のニーズを把握することが主な目的で、実際にアンケートの集計結果をもって当

該事業に関する目的は達成されているものである。 

 

【意見１】アンケートの有効活用について 

 報告書の内容は関連する部署へ報告されているとのことであったが、自由記述欄の内容は、

実際の高崎市の子育てに関するサービスを享受している市民からの貴重な意見として、各部署

においてその内容について分析調査して報告されることが望ましい。当該意見の内容について

分析調査した結果として、現在の子育て支援事業の必要性や十分性について把握し、現在の事

業の縮小、拡大や、新たなニーズがあれば新規の事業を行うための検討材料として有効に活用

すべきものと考える。 
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NO２ ひとり親家庭児童卒業祝金  

１ 事業の名称 ひとり親家庭児童卒業祝金 

２ 事業区分 市単独事業 

３ 事業種別 その他 

４ 所管部課等 福祉部 こども家庭課こども福祉担当 

５ 根拠例規 高崎市ひとり親家庭児童卒業祝金贈呈要綱 

６ 事業目的 ひとり親家庭児童の中学校卒業の際に祝い金を贈り、児童の健全な成

長を祝福することにより、福祉向上を図る。 

７ 事業の概要 支給対象は、中学校を卒業するひとり親家庭児童の保護者。 

支給要件は、児童を扶養する配偶者のない者又はこれに準ずる者であ

って、児童と共に当該児童の中学校卒業年の３月１日現在において、高

崎市に住所を有すること。 

８ 過去３年間の

決算の状況 

単位（千円） 

   実績額 

令和３年度  １，６００ 

令和４年度  １，５４０ 

令和５年度  １，５０８ 

  
 

９ 閲覧資料 ・支出負担行為書 

１０ 課題 特になし 

  

１１ 監査結果 

資料を閲覧した結果、高崎市内のひとり親家庭の児童３７７人に対して４,０００円を支給

しているものであることが確認できた。 

また、支給の対象となる保護者名、住所、振込口座名等が記載された一覧表について確認

し、実際に当該内容の卒業祝金が贈呈されているものと判断できた。 

ひとり親家庭児童卒業祝金に対し、特段指摘及び意見すべき事項はなかった。 
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NO３ こども基金積立金  

１ 事業の名称 こども基金積立金 

２ 事業区分 市単独事業 

３ 事業種別 その他 

４ 所管部課等 福祉部 こども家庭課こども企画担当 

５ 根拠例規 高崎市こども基金条例 

６ 事業目的 次代の社会を担う子どもが健やかに育つことを支援していくため、市

費及び寄附金をもってこども基金を設置し、地域の子育て支援活動を

支援することを目的とする。 

７ 事業の概要 高崎市こども基金条例に基づいて実施しているこども基金助成事業の

残額、基金の利子及び寄附金を基金に積み立てるもの。 

８ 過去３年間の

決算の状況 

単位（千円） 

   実績額 

令和３年度  ４，０４０ 

令和４年度  ５，０２６ 

令和５年度  １，３５６ 

  
 

９ 閲覧資料 ・令和５年度振替命令書 

・こども基金年度間振替額計算 

・高崎市こども基金寄附受付簿 

・一括運用実績 

１０ 課題 特になし 

  

１１ 監査結果 

こども基金積立金への積立金額について内容を確認した結果、寄付金１，３４３，２７７

円について、「高崎市こども基金寄附受付簿」の合計と一致していることを確認した。また、

利子収入１２，２３６円は「令和５年度一括運用実績」にて、こども基金積立金の残高をも

とに計算を行っていることが確認できた。 

 こども基金積立金に対し、特段指摘及び意見すべき事項はなかった。 
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NO４ 託児業務委託料（保育課経費） 

１ 事業の名称 託児業務委託料（保育課経費） 

２ 事業区分 市単独事業 

３ 事業種別 委託事業 

４ 所管部課等 福祉部 保育課保育担当 

５ 根拠例規 高崎市託児施設設置及び管理に関する条例 

高崎市託児施設設置及び管理に関する条例施行規則 

６ 事業目的 平成２９年度に開設した「子育てなんでもセンター」内託児施設の好評

を受け、令和３年１０月から、子育て世代の人口が増加傾向にある群馬

地域においても、特定の保育所や幼稚園への在籍の有無にかかわらず、

誰もが気軽に利用できる託児施設を新たに設置することにより、子育

て世代のニーズに応えていくとともに、子育て支援の充実を図る。 

７ 事業の概要 次の条件による児童の一時預かりを実施する託児業務をＮＰＯ法人ぐ

んまこどもわくわくサポーターズに委託（年１回契約、前金払）。 

設置場所：群馬支所３階の旧議会フロアの一部 

（高崎市足門町１６５８） 

対象児童：生後６ヶ月以降の乳幼児から概ね小学校３年生までの児童 

利用定員：概ね１５人程度 

開所日 ：年末年始（１２月２９日から１月３日）を除く毎日 

開所時間：午前７時３０分から午後８時（１２時間３０分開所） 

利用料金：１時間３００円（１日の上限２,０００円） 

※食事代等は別途 

８ 過去３年間の

決算の状況 

単位（千円） 

   実績額 

令和３年度  １９，５８４ 

令和４年度  ３９，１６８ 

令和５年度  ３９，１６８ 

  
 

９ 閲覧資料 ・検査調書 

・高崎市役所群馬支所内託児ルーム託児業務実績報告書 

・高崎市群馬支所託児施設における託児業務仕様書 

・支出負担行為書 

・業務委託契約書 

・見積書 

・執行伺 

・随意契約書 

・高崎市群馬支所託児施設使用料収納事務委託契約書 

１０ 課題 特になし 
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１１ 監査結果 

託児業務委託料に関して各種資料を閲覧し、委託業務に関する支出行為の事務処理の適切

性、業務に関する効率性等に関する確認を行った。 

当該託児所に関してはおおよそ１日１５人の児童を上限としており、１時間当たりの利用

料として利用者から３００円を徴収している。 

令和５年度の利用実績は「高崎市役所群馬支所内託児ルーム託児業務実績報告書」（以下

この項目内において「報告書」という。）によれば年齢別の年間の利用者数は以下のとおり

となっている。 

 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳以上 

７２７人 ２,１５４人 ２,３７６人 ６１１人 ２７６人 ６６５人 

 

合計利用者数は６,８０９人であり、単純に３６５日で１日当たりの利用者を計算すると、

１８人となり、利用定員としている１５人を超過している計算となるが、利用時間帯が異な

る利用者等もいることから、託児所の運営が利用者の受け入れ上限を超過して行われている

とうことではないと考えられる。 

また、託児所の利用料については、１時間当たり３００円で、１日最大では２，０００円

となっている。兄弟姉妹で３人以上が同時に利用する場合、３人目以降の利用は無料となっ

ている。延べの利用時間については、報告書にて、３３，２６３時間と報告されていること

から、この関係を利用して１年間の利用料の徴収額について概算で計算を行うと、    

３３，２６３時間×３００円＝９，９７８，９００円となる。報告書では令和５年度の利用

料の徴収金額は、９，６９８，０００円と報告されていることから、おおむね近似してい

る。１日最大料金２,０００円であることや、３人目以降利用については無料の条件がある

ため、徴収実績の方が少ないことについて妥当であり、利用料金の徴収は適切に行われてい

ると考えられる。 

ＮＰＯ法人ぐんまこどもわくわくサポーターズからの令和５年の収支報告書について、 

３５，２６８，２７９円と支出の全体の９０％と大きな割合を占めている人件費について検

討を行った。 

託児所の運営に際しては、正社員７名（うち１名は園長）、パート８名となっており、合計

１５名の職員が在籍している。託児所を運営するに際して、従事者数が必要十分な人員であ

るか、もしくは人員過大になっていないかを保育士の配置基準を参考（２０２４年の改正

前）として行った。 

 

保育士１名当たりの配置基準（令和６年内閣府令１８号参考、改正前） 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳以上 

３人 ６人 ６人 ２０人 ３０人 ３０人 
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１日当たり利用者平均（年末年始のみ休日のため３６０日で計算）を上記令和５年度の報

告書の人数から算定すると以下のようになる。 

 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳以上 

２.０人 ５.９人 ６.６人 １.６人 ０.７人 １.８人 

 

上記関係から必要な保育士の配置人数を保育士の配置基準により確認すると、 

・０歳児…１名 

・１歳児…１名 

・２歳児…２名 

・３歳児…１名 

・４歳～５歳以上児…１名 

となり、合計で６名の保育士が託児所に配置されている必要がある。 

令和５年度の従事者は園長を除くと１４名であり、早番遅番等の勤務状況等もあることか

ら、１日を通しての勤務人数については１日平均７名と推測し、１年間の勤務日数は２５０

日程度と仮定すると、延べ出勤日数は２５０日×７名の１,７５０名となる。これを営業日

数の３６０日で割ると、１日当たりの保育士の勤務人数は４.８名と計算される。配置基準

によれば最低保育士が６名必要なところ、推定計算した保育士は４.８名とおおよそ１名足

りていない状況となる。 

しかしながら、実際には時間帯により利用者が分散していること、３歳児以上については

保育士１名が受け持つ子供の人数（２０人～３０人）に対して利用者が少なくなっており、

３歳児以上について実際には１名で足りることから、保育士は５名で配置されていれば良い

ことになり、上記４.８名と近似している。 

よって、保育士の人数が不足、もしくは過大であるという現状ではないと考えられ、必要

最小限の人員配置によって託児施設の運営が行われていると判断できることから、人件費の

支出金額ついては妥当であるとの心証を得た。 

託児業務委託料に対し、特段指摘及び意見すべき事項はなかった。 
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NO５ 保育士確保手数料 

１ 事業の名称 保育士確保手数料 

２ 事業区分 市単独事業 

３ 事業種別 その他 

４ 所管部課等 福祉部 保育課保育担当 

５ 根拠例規 特になし 

６ 事業目的 公立保育所（園）における保育士の人材不足に対応するため、人材紹介

会社を通じて、保育士確保を強化する。 

７ 事業の概要 紹介者が採用された場合、年収見込額の３０％を紹介手数料として支

払う。 

また自己都合等により１年以内に退職した場合は、在職期間によって

支払った紹介手数料の一部を返還してもらう。 

８ 過去３年間の

決算の状況 

単位（千円） 

   実績額 

令和３年度  ５，３２３ 

令和４年度  ５，０５５ 

令和５年度  ５，３６１ 

  
 

９ 閲覧資料 ・人材紹介に関する基本契約書 

・随意契約理由書 

・支出負担行為書 

・覚書 

・年収及び手数料計算資料 

１０ 課題 特になし 

  

１１ 監査結果 

当該事業については、上記事業目的に記載のとおりの人材紹介会社へ紹介料を支払うもの

であるため、人材紹介会社への手数料が適切に計算されているかどうかについて確認を行っ

た。 

人材紹介に関する基本契約書及び覚書より手数料の計算は、総年収に対して手数料率をか

ける方法で算定されている。 

紹介された採用者が１年以内に退職した場合は、基本契約書に従い料金の一部を返還する

ことになっており、決められた返還率に従い返還されていることを確認する。 
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単位（千円） 

採用者 総年収 手数料率 手数料 返還率 返還額 

１ １，９２０ ３０％ ５７６ - - 

２ １，６５５ ３０％ ４９６ - - 

３ １，９３５ ３０％ ５８０ - - 

４ １，９７１ ３０％ ５９１ - - 

５ １，６５５ ３０％ ４９６ - - 

６ １，６９７ ３０％ ５０９ ５％（※） ２５ 

７ １，７４２ ３０％ ５２２ - - 

８ １，７３０ ３０％ ５１９ - - 

９ ２，０２２ ３０％ ６０６   

※１２か月以内の退職のため料金の５％となる（基本契約書より） 

 

上記にて手数料計算のエクセルで計算された総年収に対して、手数料を再計算した結果、

計算は適切に行われていることを確認した。 

 

【意見２】保育士情報ステーションとの連携について 

保育園を運営する上で保育を行うことは非常に重要な要素であることは言うまでもなく、人

材不足が叫ばれている昨今において、人材紹介会社を介して人材確保を行うことで、大きな支

出が発生しているが、これについては子育て支援を行う上で必要不可欠な支出であり金額の多

寡については問題ではないと考える。 

令和５年度において高崎市保育士情報ステーションが設立されており、市内の保育士を確保

する事業が行われていることから、保育士の採用について高崎市保育士情報ステーションを有

効活用することで人材会社を介した採用が減少することが望まれる。そのために、保育士に対

して高崎市の保育士情報ステーションの存在の更なる周知や、採用に関して上手に連携を図る

ことが期待される。 
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NO６ 保育士情報ステーション運営委託料  

１ 事業の名称 保育士情報ステーション運営委託料 

２ 事業区分 補助事業 

３ 事業種別 委託事業 

４ 所管部課等 福祉部 保育課保育担当 

５ 根拠例規 特になし 

６ 事業目的 市内保育所等における人材確保、保育人材の求職活動支援及び採用後

のアフターケア、相談等を行う総合相談窓口を設置し、保育士等の人材

不足を解消することにより、市民が安心して子どもを産み、育てること

ができるまちづくりを推進し、子どもたちの健全な育成を図る。 

７ 事業の概要 高崎市子育てなんでもセンター内、就労支援スペースにある保育士情

報ステーションにおいて市内保育士の就労相談支援及び市内保育施設

の求人情報の提供、就職説明会等の保育士就労イベントなどの業務を

ＮＰＯ法人ぐんまこどもわくわくサポーターズに委託して実施してい

る。 

８ 過去３年間の

決算の状況 

単位（千円） 

   実績額 

令和３年度  － 

令和４年度  － 

令和５年度  １０，０００ 

  
 

９ 閲覧資料 ・業務委託契約書 

・支出負担行為書 

・実績報告書 

１０ 課題 特になし 

  

１１ 監査結果 

（１）保育士情報ステーションの概要 

人材不足が深刻な保育士・幼稚園教諭を確保するため、子育てなんでもセンター内に保育

士情報ステーションを令和５年６月１日に開設した。保育士や幼稚園教諭の就労支援などを

行い、子どもたちが安心・安全に過ごせる保育現場の充実を目指し、以下の業務を行ってい

る。 

 

① 保育士関連の悩みごとの相談 

現在働いている保育士の悩み事の相談や保育士に興味がある方、保育士を志望の学生か

らの疑問・質問への対応を行う。 
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② 保育士の求人情報を提供 

ハローワーク高崎と連携して、保育所等の求人情報の提供や就労相談などを専門家がサ

ポートする。また、直接求職エントリーも可能となっている。 

③ 再就職・現場復帰をサポート 

保育士の資格や幼稚園教諭の免許を持っており、現場を離れている人の再就職の支援を

行い、必要な研修や実習を行い、スムーズな現場復帰を後押しする。 

④ その他 

市内の私立保育所の園長や職員と直に話ができる機会も設定している。職場の雰囲気や

働き方など、実際に働く人の生の声を聞くことができる。また、就労中の保育士の悩み事

などの相談も受け付け、継続して働けるよう支援する。 

・場所 

〒３７０-０８２６ 群馬県高崎市田町７１ 

オアシス高崎２階 高崎市子育てなんでもセンター内 

・相談可能日時 

火曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く。）の午前１０時～午後５時。 

・保育求人サイト 

利用登録を行うことで、求人情報への応募も可能となっている。 
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（２）保育士情報ステーション運営委託料について 

令和５年度の予算に対する実績について確認を行ったが、予算１０，０００千円に対し

てＮＰＯ法人ぐんまこどもわくわくサポーターズより提出された「高崎市保育士情報ステ

ーション運営業務実績報告書」は、保育士情報ステーションのＨＰ制作費用が５，０００

千円、スタッフ人件費３，０００千円、ＨＰ運営委託費２，０００千円という内訳となっ

ていた。 

また、事業の活動実績については、就労等に関する相談が２８５件、保育士の採用件数

が２４件、ＨＰへの求人登録数は８３件、求人登録者は７５名と報告されている。その

他、Ｇメッセにて開催された就職説明会の参加者が７３名、市内保育施設見学バスツアー

が開催されたと報告がされている。 

上記の事業実績のうち、就職説明会やバスツアーに関する費用の実績が生じていなかっ

たが、当該費用に関してはＮＰＯ法人わくわくサポーターズの母体である高崎市保育協議

会が費用の負担をしていることにより当該事業に関連する費用は生じていないとの回答を

得た。 

保育士情報ステーション運営委託料に対し、特段指摘及び意見すべき事項はなかった。 
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NO７ 保育課経費（建物借上料）  

１ 事業の名称 保育課経費（建物借上料） 

２ 事業区分 市単独事業 

３ 事業種別 その他 

４ 所管部課等 福祉部 保育課保育担当 

５ 根拠例規 特になし 

６ 事業目的 保育や福祉のサービス施設と、保育や福祉・医療関係者向けの住居機能

が一体となった多機能複合施設であるオアシス高崎の複合施設の利点

を生かし、高齢者から、子ども、アクティブ世代、学生まで多世代間で

交流できる機会を設けるため、保育部分の支援を行う。 

７ 事業の概要 オアシス高崎ビル１階フロア及び屋上広場の一部について、借上料を

支出するもの。 

８ 過去３年間の

決算の状況 

 単位（千円） 

   実績額 

令和３年度  ４０，９８７ 

令和４年度  ４０，９８７ 

令和５年度  ４０，９８７ 

  
 

９ 閲覧資料 ・支出負担行為書 

・賃貸借契約書 

１０ 課題 特になし 

  

１１ 監査結果 

当該事業に関する資料を閲覧した結果、賃貸借契約書に従い賃料の支払いを行っているも

のであり、支払いの事務処理手続きに関して適切に実行されていることを確認した。 

保育課経費（建物借上料）に対し、特段指摘及び意見すべき事項はなかった。 
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NO８ 放課後児童健全育成事業（需用費）  

１ 事業の名称 放課後児童健全育成事業（需用費） 

２ 事業区分 補助事業 

３ 事業種別 その他 

４ 所管部課等 福祉部 こども家庭課こども企画担当 

５ 根拠例規 高崎市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例 

高崎市放課後児童健全育成事業実施要綱 

６ 事業目的 保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学校児童に対し、授業の

終了後及び土曜日、長期休業期間（春、夏、冬休み）等の学校休業日に

適切な遊び、生活の場を提供し、児童の健全育成を図るとともに子育て

と仕事の両立支援を行う。 

７ 事業の概要 主に、倉渕地区及び箕郷地区の直営学童における給食材料費（おやつ

代） 

８ 過去３年間の

決算の状況 

単位（千円） 

   実績額 

令和３年度  ７，９１３ 

令和４年度  ７，４０６ 

令和５年度  ７，３５５ 

※需用費総額  
 

９ 閲覧資料 ・物品購入請求書 

・支出負担行為書 

・執行伺 

・請書 

・契約書 

１０ 課題 特になし 

  

１１ 監査結果 

放課後児童健全育成事業（需用費）に対し、特段指摘及び意見すべき事項はなかった。 
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NO９ 放課後児童クラブ委託料  

１ 事業の名称 放課後児童クラブ委託料 

２ 事業区分 補助事業 

３ 事業種別 委託事業 

４ 所管部課等 福祉部 こども家庭課こども企画担当 

５ 根拠例規 高崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例 

高崎市放課後児童健全育成事業実施要綱 

６ 事業目的 保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学校児童に対し、授業の

終了後及び土曜日、長期休業期間（春、夏、冬休み）等の学校休業日に

適切な遊び、生活の場を提供し、児童の健全育成を図るとともに子育て

と仕事の両立支援を行う。 

７ 事業の概要 地域の各種団体や学校関係者等の委員をもって組織された運営委員会

等に対し、放課後児童クラブの運営を委託するもの。 

８ 過去３年間の

決算の状況 

単位（千円） 

   実績額 

令和３年度 ７１７,８６５ 

令和４年度 ８０３,８３８ 

令和５年度 ８５０,６３７ 

  
 

９ 閲覧資料 ・支出負担行為書 

・令和５年度放課後児童健全育成事業運営委託料 算出表 

・収支予算書 

・収支決算書 

・検査調書 

１０ 課題 特になし 

  

１１ 監査結果 

高崎市が運営委託料を支出している放課後児童クラブ（全９７クラブ）より、監査人が任

意に抽出した放課後児童クラブの令和５年度の収支状況は以下のとおりであった。 

単位（円） 

クラブ名 高崎市からの運営委託料 保護者負担金 収支差額 

Ａクラブ ８,６７６,７００ ２,３３７,１３１ ３,２２４,４３５ 

Ｂクラブ ５,４１３,９００ ７,５８８,７０２ ４,１１７,２４５ 

Ｃクラブ １０,８７６,２００ ８,９５５,６００ １１,３３０,２１８ 

Ｄクラブ １２,２０３,６００ ７,９５３,０００ ７,０６６,６１０ 

Ｅクラブ １３,８３６,５００ ９,１５９,０００ ７,４９０,４２１ 
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Ｆクラブ ５,３６３,４００ ３,０２５,３００ ７,３５７,７６４ 

Ｇクラブ ４,７７０,２００ ５,７３１,３００ △５,６２２,０４３ 

Ｈクラブ ３,２８５,６００ ２,１４７,３００ △４,３５６,３９５ 

Ｉクラブ １３,３４５,０００ ８,８９４,０００ ２,６６３,５３４ 

 ※放課後児童クラブの収支決算書より 

 

放課後児童クラブの主な収入は高崎市からの運営委託料及び保護者負担金であり、主な支

出は人件費である。放課後児童クラブの人件費について、高崎市は、各運営委員会等の裁量

に任せており、各放課後児童クラブでの計上額が大きく異なっている状況である。その結

果、収支差額は放課後児童クラブにより大きく異なる状況であり、一部の放課後児童クラブ

においては高崎市からの委託料を超える多額の余剰金が存在している。 

なお、高崎市は、放課後児童クラブの運営を、社会福祉法人等の民間事業者や地域の保護

者等が運営責任者となる運営委員会へほぼ委託している。共働き世帯が増え放課後児童クラ

ブの利用を希望する家庭が増えている状況からもその保護者を運営責任者とする運営委員会

では、自身の仕事の他に運営委員会の業務も行うこともあり、役員のなり手がおらず、また

役員も１年で交代となることから運営のノウハウも蓄積せず円滑なクラブ運営が難しい状況

である。そのため、クラブ運営に一定のノウハウを有する民間事業者へ運営委託を行うこと

で保護者の負担を減らし、また円滑なクラブ運営に寄与するものと考えられる。ただし、民

間事業者への運営委託にあたっては、委託先の民間事業者が撤退するリスク、委託費用の増

加や現在の学童指導員との雇用契約関係等には留意が必要である。 

また、放課後児童クラブから提出される収支予算書の収入の部における前年度繰越収支差

額の金額と収支決算書の収入の部における前年度繰越収支差額の金額が異なっている放課後

児童クラブが存在した。当該金額は収支予算書及び収支決算書において異なるものではない

と考えられることから担当者へ質問したところ放課後児童クラブの誤入力によるものである

との回答であった。 

しかし、放課後児童クラブから提出される収支予算書や運営委託料の算出資料等について

は担当者がチェックを実施しており、誤入力については担当者によるチェック機能により是

正されるべきものである。この点について、限られた担当者の中で、資料の提出が一定の期

間に集中することや限られた期間で、放課後児童クラブから提出される資料のチェックだけ

でなく、その他の施策の企画・立案および推進を行っている状況となっている。 

さらに、子ども・子育て支援交付金の申請にあたっては放課後児童クラブからの「放課後

児童健全育成事業運営委託料 算出表」から必要な情報をエクセルシートに入力を行ってい

るが、担当者人員が少数であることからエクセルシートへデータを直接取り込める入力フォ

ーマットを放課後児童クラブへ提示し、入力されたものをエクセルシートへ取り込み、市で

は内容確認のみを行うといった仕組みを構築し、業務の効率化や作業の正確性を確保するこ

との検討が必要であると考えられる。 

高崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第９条第１項に
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おいて、「放課後児童健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養する

ための機能を備えた区画（以下この条において「専用区画」という。）を設けるほか、支援

の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。」とされ、同条第２項及び附則第

２条において、「専用区画の面積は、児童１人につきおおむね１．６５㎡以上となるよう努

めるものとする。」とされているが、運営を委託している児童クラブ全９７クラブのうち 

４５クラブが条例における面積基準の要件を満たしていない状況となっている。 

 

【意見３】放課後児童クラブの収支差額について 

放課後児童クラブにより収支差額が大きく異なる状況であり、一部の放課後児童クラブにお

いては高崎市からの委託料を超える多額の余剰金が生じている。多額の余剰金は不正の温床に

なりやすいことから、余剰金が一定額を超える場合には、保護者負担金の軽減や委託料の見直

しを検討するといったことが必要であると考える。 

 

【意見４】放課後児童クラブの運営委託先について 

放課後児童クラブの運営は、保護者による運営委員会が主な運営委託先となっているが、保

護者の負担の軽減やクラブ運営面からも一定のノウハウを有する民間事業者へ運営を委託する

ことの検討が必要であると考える。 

 

【意見５】提出書類のチェック体制について 

 放課後児童クラブから提出される資料のチェック体制について、資料の提出が一定の期間に

集中することや限られた期間での書類の内容確認が求められることから、担当部署における人

員体制の強化又は少子化対策を含めた子ども政策の企画・立案を行う担当者と政策を推進する

担当者を別々にする対応が必要であると考える。 

 

【意見６】国への交付金申請の情報入力について 

子ども・子育て支援交付金の申請にあたっては放課後児童クラブからの「放課後児童健全育

成事業運営委託料 算出表」から必要な情報をエクセルシートに入力している。限られた担当

者人員で行うことであることからエクセルシートへデータを直接取り込める入力フォーマット

を放課後児童クラブへ提示し、入力されたものをエクセルシートへ取り込み、市では内容確認

のみを行うといった仕組みを構築し、業務の効率化や作業の正確性を確保することの検討が必

要であると考える。 

 

【意見７】放課後児童クラブの面積基準について 

高崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第９条第２項及び

附則第２条において、「専用区画の面積は、児童１人につきおおむね１．６５㎡以上となるよ

う努めるものとする。」とあるが、運営委託をしている全９７クラブのうち４５クラブにおい

て専用区画の面積が１．６５㎡未満となっており、放課後児童クラブの増床や新設により面積

基準について条例の要件を満たすよう改善することが必要であると考える。 
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NO１０ 放課後児童クラブ施設借上料  

１ 事業の名称 放課後児童クラブ施設借上料 

２ 事業区分 市単独事業 

３ 事業種別 その他 

４ 所管部課等 福祉部 こども家庭課こども企画担当 

５ 根拠例規 高崎市放課後児童健全育成事業実施要綱 

６ 事業目的 保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学校児童に対し、授業の

終了後及び土曜日、長期休業期間（春、夏、冬休み）等の学校休業日に

適切な遊び、生活の場を提供し、児童の健全育成を図るとともに子育て

と仕事の両立支援を行う。 

７ 事業の概要 放課後児童クラブの過密化に伴い、リース方式によって建設した施設

の借上料を支払うもの。 

８ 過去３年間の

決算の状況 

単位（千円） 

   実績額 

令和３年度  ３４,８８８ 

令和４年度  ２６,０４４ 

令和５年度  ２６,０４４ 

  
 

９ 閲覧資料 ・支出負担行為書 

・賃貸借契約書 

１０ 課題 特になし 

  

１１ 監査結果 

放課後児童クラブ施設借上料に対し、特段指摘及び意見すべき事項はなかった。 
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NO１１ 物価高騰対策支援事業補助金（放課後児童健全育成事業)  

１ 事業の名称 物価高騰対策支援事業補助金（放課後児童健全育成事業） 

２ 事業区分 補助事業 

３ 事業種別 補助金・負担金事業 

４ 所管部課等 福祉部 こども家庭課こども企画担当 

５ 根拠例規 高崎市放課後児童クラブにおける物価高騰対策支援事業補助金交付要

綱 

６ 事業目的 物価高騰等に直面する児童福祉施設等が、利用者の負担を増やすこと

なく、地域の実情に応じて柔軟かつ安定的に保育及び子育て支援事業

を実施することができるよう、予算の範囲内で補助金を交付する。 

７ 事業の概要 各民営クラブからの申請に基づき、光熱費の上昇により増加した経費

に対し、令和５年４月１日の在籍児童数に２，０００円を乗じて得た基

準額を上限に補助を行う。 

８ 過去３年間の

決算の状況 

単位（千円） 

   実績額 

令和３年度  － 

令和４年度  ２,８００ 

令和５年度  ６,７６３ 

  
 

９ 閲覧資料 ・支出負担行為書 

１０ 課題 特になし 

  

１１ 監査結果 

物価高騰対策支援事業補助金（放課後児童健全育成事業）に対し、特段指摘及び意見すべ

き事項はなかった。  
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NO１２ 特別保育奨励報償金  

１ 事業の名称 特別保育奨励報償金 

２ 事業区分 市単独事業 

３ 事業種別 その他 

４ 所管部課等 福祉部 保育課保育担当 

５ 根拠例規 特になし 

６ 事業目的 低年齢児（０～２歳児）、障害児及び軽度障害児を受け入れている市

内の私立の保育所及び認定こども園に対し報償費を支払うことによ

り、これらの子どもの受け入れを奨励する。 

７ 事業の概要 各月の初日に在籍する低年齢児（０～２歳児）、障害児及び軽度障害

児の数に応じ、１人当たり月額の単価を乗じて得た額を支払う。 

８ 過去３年間の

決算の状況 

単位（千円） 

   実績額 

令和３年度  ６８,６２９ 

令和４年度  ７０,０２９ 

令和５年度  ６９,１５３ 

  
 

９ 閲覧資料 ・支出負担行為書 

・令和５年度 特別保育奨励報償費 総括表 

・令和５年度 特別保育奨励報償費「軽度障害児」施設確認名簿 

１０ 課題 特になし 

  

１１ 監査結果 

特別保育奨励報償金に対し、特段指摘及び意見すべき事項はなかった。 
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NO１３ 広域保育補助事業負担金  

１ 事業の名称 広域保育補助事業負担金 

２ 事業区分 市単独事業 

３ 事業種別 補助金・負担金事業 

４ 所管部課等 福祉部 保育課保育担当 

５ 根拠例規 児童福祉法 

高崎市管外保育実施要綱 

６ 事業目的 市内在住の児童が県内の市外保育所へ入所を希望し、高崎市が希望保

育所の所在市町村へ入所の委託をした場合に、保育体制の充実に資す

るために保育所所在市町村から当該保育所に交付された補助金のうち

高崎市在住の児童分ついて負担するもの。 

７ 事業の概要 市内在住の児童が県内の市外保育所に入所した場合に、その児童分と

して保育所所在市町村が保育所に交付した補助金額を支払うもの。 

【支払先】委託先市町村長 

【支払時期】年度末 

【支払方法】一括支払い（口座振込もしくは納付書払） 

【主な対象補助事業】 

保育充実促進費補助金（低年齢児保育） 

（１歳児）月額１０,９００円、（３歳児）月額１,８３０円 

８ 過去３年間の

決算の状況 

 

単位（千円） 

   実績額 

令和３年度  ３,３５６ 

令和４年度  ５,９２０ 

令和５年度  ４,３０８ 
 

９ 閲覧資料 ・支出負担行為書 

・請求書 

・歳出伝票一覧表 

１０ 課題 補助対象者は、新規で県内の市外保育所を希望する方のほか、県内の市

外保育所を利用しながら高崎市に転入する方も対象となるため、対象

児童数は流動的なものとなる。また、対象年齢が限定的であることや障

害の有無による負担額の増減など、増減要因が変則的なものでもある

ため、負担額は年度によって多少の増減が生じてしまう。 

 

１１ 監査結果 

広域保育補助事業負担金に対し、特段指摘及び意見すべき事項はなかった。 
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NO１４ 施設振興費補助金 

１ 事業の名称 施設振興費補助金 

２ 事業区分 市単独事業 

３ 事業種別 補助金・負担金事業 

４ 所管部課等 福祉部 保育課保育担当 

５ 根拠例規 高崎市私立保育所等施設振興費補助金交付要綱 

６ 事業目的 市内の私立保育所及び認定こども園が当該施設の維持、改善等を図る

事業に対して、その事業費の一部を補助することで、保育所等に入所し

ている児童の健康と心身の発達を保障することを目的とする。 

７ 事業の概要 私立保育所等が当該施設の維持管理のために必要とする修繕や改修、

施設及び設備に対する小規模な整備、必要な備品を購入する等の事業

に対して、その事業費の全部又は一部について補助金を交付する。 

【補助基準額算定式】 

２００,０００円＋当該年度の初日における利用定員数×３,０００円 

８ 過去３年間の

決算の状況 

単位（千円） 

   実績額 

令和３年度  ４４,８５１ 

令和４年度  ４５,９７４ 

令和５年度  ４４,７２２ 

  
 

９ 閲覧資料 ・支出負担行為書 

・高崎市私立保育所等施設振興費補助金交付申請書 

・高崎市私立保育所等施設振興費補助金所要額調書 

・高崎市私立保育所等施設振興費補助金に係る事業の予算書 

・見積書 

・高崎市私立保育所等施設振興費補助金実績報告書 

・高崎市私立保育所等施設振興費補助金所要額調書 

・高崎市私立保育所等施設振興費補助金に係る事業の収支精算書 

・請求書 

・領収書 

・納品書 

１０ 課題 特になし 

  

１１ 監査結果 

補助対象事業について実績報告書が必要な添付書類とともに提出されているかの確認を行

った。 
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① 高崎市私立保育所等施設振興費補助金所要額調書の添付 

② 高崎市私立保育所等施設振興費補助金に係る事業の収支精算書の添付 

③ 補助金の交付の対象となる経費に係る領収書等の写しの添付 

④ 補助金所要額について申請書と実績報告書で一致しているか 

⑤ 実績報告書の提出は事業終了後１月以内に提出されているか 

 

【確認結果】 

No． 法人の名称 ① ② ③ ④ ⑤ 

１ 社会福祉法人 Ａ ○ ○ ○ ○ ※ 

２ 社会福祉法人 Ｂ ○ ○ ○ ○ ※ 

３ 社会福祉法人 Ｃ ○ ○ ○ ○ ※ 

４ 社会福祉法人 Ｄ ○ ○ ○ ○ ※ 

５ 社会福祉法人 Ｅ ○ ○ ○ ○ ※ 

６ 社会福祉法人 Ｆ ○ ○ ○ ○ ※ 

７ 社会福祉法人 Ｇ ○ ○ ○ ○ ※ 

８ 学校法人 Ｈ ○ ○ ○ ○ ※ 

９ 学校法人 Ⅰ ○ ○ ○ ○ ※ 

１０ 学校法人 Ｊ ○ ○ ○ ○ ※ 

 

※実績報告書の提出はいずれも令和６年３月３１日である。しかし、請求書等の日付は以

下のとおり令和６年３月３１日以前となっており、補助金交付対象事業が完了により請求書

等が発行されていると考えれば実績報告書の提出は令和６年３月３１日に拘らず事業完了後

速やかに（１月以内）に行われるべきと考えられる。 

 

No． 法人の名称 請求書等日付（最も遅い日付） 

１ 社会福祉法人 Ａ 令和５年８月２４日 

２ 社会福祉法人 Ｂ 令和５年６月２６日 

３ 社会福祉法人 Ｃ 令和５年１１月１８日 

４ 社会福祉法人 Ｄ 令和５年７月２０日 

５ 社会福祉法人 Ｅ 令和６年２月２１日 

６ 社会福祉法人 Ｆ 令和５年９月２０日 

７ 社会福祉法人 Ｇ 令和５年６月２８日 

８ 学校法人 Ｈ 令和６年２月２０日 

９ 学校法人 Ｉ 令和５年１１月２０日 

１０ 学校法人 Ｊ 令和５年８月２０日 
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任意にサンプル抽出した１０件について実績報告書の提出日はすべて令和６年３月３１日

となっているが、補助金交付対象事業の請求書に基づく対象経費の支出は令和６年３月３１

日以前の日付となっており、補助金の交付対象事業の終了時点は令和６年３月３１日以前と

思料される。 

また、実績報告書の添付書類である「高崎市私立保育所等施設振興費補助金所要額調書」

の３．事業実施年月日についてすべて着手：令和５年４月１日、完了：令和６年３月３１日

となっている。 

高崎市私立保育所等施設振興費補助金交付要綱第６条において、補助対象事業についての

実績報告書の提出について以下のとおり定められている。 

 

（実績報告） 

第６条 補助金の交付を受けたものは、当該交付に係る事業が終了した日から１月以内又は当

該年度の補助金の交付に係る事業が完了した日の属する年度の翌年度の４月５日までの日であ

って市長が別に定める日までに、高崎市私立保育所等施設振興費補助金事業実績報告書（様式

第３号）に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（１）高崎市私立保育所等施設振興費補助金所要額調書 

（２）高崎市私立保育所等施設振興費補助金に係る事業の収支精算書 

（３）補助金の交付の対象となる経費に係る領収書等の写し 

 

【意見８】実績報告書の提出時期について 

高崎市私立保育所等施設振興費補助金交付要綱第６条において実績報告書の提出時期につい

ては「当該交付に係る事業が終了した日から１月以内又は当該年度の補助金の交付に係る事業

が完了した日の属する年度の翌年度の４月５日までの日であって市長が別に定める日まで」と

定めており、実績報告書の提出が一時点に集中することによる業務負荷を分散させる観点から

も対象事業の完了後、１月以内の提出を求めることが必要と考える。 
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NO１５ 保育充実促進費補助金  

１ 事業の名称 保育充実促進費補助金 

２ 事業区分 市単独事業 

３ 事業種別 補助金・負担金事業 

４ 所管部課等 福祉部 保育課保育担当 

５ 根拠例規 高崎市私立保育所等運営支援補助金交付要綱 

高崎市保育充実促進費補助金交付要綱 

６ 事業目的 市内の私立の保育所及び認定こども園の設置者に対し補助金を交付す

ることにより、入所する児童の処遇の改善及び施設における運営の充

実を図り、地域社会の要望に即応した保育体制の実現を目指す。 

７ 事業の概要 次の各号に掲げる経費について、当該各号に定める条件を満たす場合

にそれぞれ職員１人分の人件費を対象経費とし、その全部又は一部に

ついて補助金を交付する。 

（１）低年齢児保育費：１歳児５人につき保育士等１人以上を配置する

場合    

１歳児１人につき月額１０,９００円 

（２）３歳児保育費：３歳児１８人につき保育士等１人以上を配置する

場合    

３歳児１人につき月額１,８３０円 

（３）障害児保育費：市が定義する障害児に該当する児童のために保育

士等を加配する場合    

障害児１人につき月額３７,７００円又は月額７４,９６０円 

（４）臨時調理員費：調理現場における勤務体制の改善のために調理員

等を加配する場合    

月額８７,２６０円 

８ 過去３年間の

決算の状況 

単位（千円） 

   実績額 

令和３年度  ２１８,９８５ 

令和４年度  ２３４,０３９ 

令和５年度  ２２９,８８９ 

  
 

９ 閲覧資料 ・支出負担行為書 

・実績報告書 

１０ 課題 特になし 

  

１１ 監査結果 

保育充実促進費補助金に対し、特段指摘及び意見すべき事項はなかった。  



 

89 

 

 

NO１６ 保育所入所待機解消支援事業補助金  

１ 事業の名称 保育所入所待機解消支援事業補助金 

２ 事業区分 市単独事業 

３ 事業種別 補助金・負担金事業 

４ 所管部課等 福祉部 保育課保育担当 

５ 根拠例規 高崎市私立保育所等運営支援補助金交付要綱 

高崎市入所待機解消支援事業費補助金交付要綱 

６ 事業目的 市内の私立保育所及び認定こども園の設置者に対し補助金を交付する

ことにより、年度の中途においても児童が保育所等へ入所しやすい体

制を整備し、保育の円滑かつ安定的な実施の実現を目指す。 

７ 事業の概要 年度当初又は年度の中途において、あらかじめ、年度途中で児童を受け

入れるために必要な保育士等を雇用した場合、当該保育士等の人件費

を対象経費とし、その全部又は一部について補助金を交付する。 

（１）補助の対象期間は、０歳児の数と１歳児の数を保育士配置基準で

０歳児に換算した数の合計数に対して、必要となる保育士等が増

える月までの間とする。 

（２）１歳児の数の換算については、保育士配置基準が０歳児３：１、

１歳児５：１（保育充実促進費補助金の対象となる場合）のため、

１歳児１人を０歳児０.６人分として算出する。 

（３）補助基準額は、（１）により求められた期間の月数に月額    

１６０,０００円を乗じた額とする。 

８ 過去３年間の

決算の状況 

単位（千円） 

   実績額 

令和３年度  １４１,２８０ 

令和４年度  １２８,３１５ 

令和５年度  １３８,２１８ 

  
 

９ 閲覧資料 ・支出負担行為書 

・実績報告書 

１０ 課題 特になし 

  

１１ 監査結果 

保育所入所待機解消支援事業補助金に対し、特段指摘及び意見すべき事項はなかった。 

 

以下では、所管部課である福祉部保育課の取組んでいる待機児童対策についての監査を行

った結果を記載する。 
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（１）待機児童の状況について 

令和元年度から令和５年度までの高崎市における０歳から５歳までの就学前児童数、入所

申込者数、待機児童数の推移は以下のとおりである。 

 

 
 

（いずれの年度も４月１日時点） 

 

高崎市では、近年、就学前児童数は毎年約５００人ずつ減少する傾向にあるが、入所申込

者数は約９,０００人でほぼ横ばいで推移している状況である。なお、この間の待機児童数

は０人で推移している。 

全国的な傾向としては、厚生労働省の発表では新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し

た令和２年から同感染症が５類感染症に移行した令和５年５月までの期間において、待機児

童数が減少する傾向がみられることが報告されているが、次に示すように時期によって減少

要因は異なっている。 

令和２年度から令和４年度においては、保育の受け皿拡大の一方で、少子化による就学前

児童数の減少、さらに新型コロナウイルス感染症を懸念した保育所等の利用控えによる影響

が挙げられている（厚生労働省 第５２回社会保障審議会児童部会 令和４年９月 資料４ 

令和４年４月の待機児童数の調査結果）。特に入所申込者数は令和２年４月以降減少に転じ

ており、新型コロナウイルス感染症による影響は想像に難くない。 

他方、令和５年度においては、令和５年５月に新型コロナウイルス感染症が５類感染症に

移行した時期と同じくして、同感染症による利用控えによる影響は待機児童数の減少影響の

記載からはなくなっている（こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ（令和５年４月１

日）及び「新子育て安心プラン」集計結果）。 
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